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原子力施設の維持基準に関する公開質問状と文書回答

経済産業省原子力安全・保安院は、６月１７日付公開質問状に対し、文書回答を７月４日交渉当日の
朝に北川れん子衆議院議員事務所へ提出してきた。公開質問状の各項目に対応させて文書回答を記す。

年６月 日2003 17

経済産業大臣 平沼赳夫 様

原子力安全・保安院長 佐々木宜彦 様

原子力施設の維持基準に関する公開質問状

「東京電力等による一連の原発検査ひび割れ隠し、データ改ざん問題に関する公開質問状」回答(平
成 年 月 日経済産業省)（以下「回答」）、内閣衆質 第 号「衆議院議員北川れん子君提出原14 11 1 156 49
子炉の健全性評価尺度(維持基準)に関する質問に対する答弁書」(平成 年 月 日)（以下「答弁15 5 27
書」）および「日本機械学会「維持規格（ ）」に関する技術評価書（案）」(平成JSME S NA1-2000

年 月 日原子力安全・保安院)（以下「評価書案」）に関し、公開質問状を提出しますので、真摯15 4 23
に２週間以内に文書回答されるよう強く求めます。

１．「ダブルスタンダードを導入しない」の意味について

回答では、「設備の健全性評価を導入した場合においても、現行制度において求める安全水準を引き
下げるものではありません。また、安全性についてのダブルスタンダードを導入するものでもありませ
ん。」としています。他方、答弁書では、「発電用原子力設備の『安全基準』の水準が新設時と使用開
始後とで異なるものとなることはない。」とし、「安全基準」と「安全水準」を区別しています。この
答弁書の意味は、「維持基準(維持規格 )を満たす運転中の原発施設は、新設時に満たしていた耐2000
震設計審査指針をも満たす。」という意味ですか。それとも「維持基準(維持規格 )を満たす運転2000
中の原発が新設時の耐震設計審査指針を満たすか否かは基準が異なるため不明である。しかし、維持基
準で保証される安全水準は耐震設計審査指針で保証される安全水準と同等だ。」という意味ですか。
これに関連して、「安全性についてのダブルスタンダードを導入しない。」とした回答の具体的な意

味を示して下さい。

２．「安全水準は異ならない」という根拠について

答弁書では、「耐震設計審査指針と健全性評価の基準とは、その性格及び適用される場面が異なるた
め、耐震設計審査指針と維持規格 との整合性については検討していない。」としています。しか2000
し、私たちは、機器に欠陥（ひび割れ、減肉、支持具等の緩みなど）を有する原発施設が耐震設計審査
指針を満たすと証明されなければ、「安全水準は異ならない。」とは結論づけられないと考えます。こ
の私たちの考えに対する政府の見解を具体的に示して下さい。
新設時と運転時とで同等の安全性を保証するためには、適用される維持規格が複数あったとしても、

同一の安全基準が新設時から寿命末期まで一貫して採用される必要があると私たちは考えます。答弁書
で「耐震設計審査指針と健全性評価の基準とは、その性格及び適用される場面が異なる」ということの
意味は、「耐震設計審査指針は原発の設計・建設時にのみ適用され、運転中の原発施設には適用されな
い。」ということですか。省令６２号第５条では、これまで耐震設計審査指針をどのように位置づけ、
今後はどのように位置づけるのですか。
また、「耐震設計審査指針と維持規格 との整合性」を証明しないで、「安全水準は異ならな2000

い。」となぜ主張できるのですか。そう主張できる具体的な根拠があれば、示して下さい。根拠がない
のなら、維持規格 を導入しないで下さい。2000

（文書回答）１．及び２．について

発電用原子力設備の満たすべき安全基準は、地震時を含め供用期間中に想定される応力の発生に対し

て十分な構造強度を有し設備の損壊に至らないようにすることであり、この基準は、設計・建設時のみ
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でなく使用時においても遵守すべきものであります。

この安全基準に基づき、設計・建設段階については、告示501号及び耐震設計審査指針において、供

用期間中に発生することが想定される応力に対して設備の損壊に至ることのないよう、応力の許容限界

が定められています。

一方、維持規格2000においては、告示501号及び耐震設計審査指針といった現行の基準に基づき建設

されている発電用原子力設備について、使用開始後に発生したひび割れが、当該設備全体の構造強度に

影響を与えない程度の大きさのものであって、かつ、地震時を含め供用期間中に想定される応力の発生

に際して当該ひび割れが拡大し設備の損壊に至らないこと（当該ひび割れを起因とした損壊が生じない

こと）を確認することにより、当該設備の構造強度が確保される、との考え方に従い、使用開始後の発

電用原子力設備において発生したひび割れを破壊力学的な手法を用いて評価するための具体的な基準が

定められています。

以上に述べたように、現行の基準と維持規格2000は、いずれも、地震時を含め供用期間中に発生する

ことが想定される応力に対して設備の損壊に至らないために満たすべき具体的な基準を定めたものであ

り、前者と後者の違いは、工学的な評価手法の違いによるものです。具体的には、前者が設備全体の応

力に対する許容限界を定めたものであるのに対し、後者はひび割れの応力に対する許容限界を定めたも

のです。

したがって、維持規格2000の活用によって発電用原子力設備が有すべき安全水準（供用期間中に想定

される応力の発生に対して十分な構造強度を有し、設備の損壊に至らないようにすること）を引き下げ

るものではないことから、新設時と使用開始後とで確保されるべき安全水準が異なるものとはならない

と考えます。

３．欠陥の耐震性への動的な影響について

答弁書は、ひび割れなどの欠陥がある場合には「地震力の変化を動的に解析する手法は確立されてい
ない。」と認めながら、国立防災科学技術センターと防災科学技術研究所の２つの実験結果を引用して
「ひび割れによる固有周期への影響はほとんどない。」と結論づけています。しかし、「影響がほとん
どない」のは、真っ直ぐの配管で１箇所の内側に応力腐食割れなどのき裂が入った場合にすぎません。
上記の実験結果はまた、配管の曲がり部にひび割れが入った場合、減肉と同時に起きている場合、減肉
やひび割れが複数箇所で生じている場合などでは、機器の地震応答が増幅される恐れがあることも明ら
かにしています。答弁書ではこれらの事実をなぜ無視しているのですか。
また、( ) 原発では長い配管等を支持具等で壁等に固定し、無理矢理固有周期の短い剛構造にして1

います。これらの支持具等が緩んだり、地震力でこれらが真っ先に破断したりすれば、配管等に大きな
地震応答が生じます。さらに、( ) 上記の実験では水平方向の一次元地震動しか扱っておらず、重力2
と相互作用する垂直方向の地震動や衝撃破壊力が欠陥のある機器等に加わった場合の実験を行っていま
せん。これらの( )および( )が機器等の耐震性に及ぼす影響を詳しく検討もしないで、なぜ、「ひび1 2
割れが耐震設計審査指針によって担保される発電用原子力設備全体の耐震性に影響を与えない。」と結
論づけられるのですか。

４．ASME Code Section XI との関係について

「 では、それぞれの評価に対して荷重及びその組合せを具体的に規定されてASME Code Section XI
おらず、特に地震荷重の扱いについては明確な規定がない。」と評価書案には記されています。つまり、

は欠陥を有する原発の耐震性を十分検討していないと言えます。評価書案はこASME Code Section XI
れを日本で採用することに問題はないとの前提で、維持規格の検討を進めていますが、日本のような地
震国でそれが本当に適用可能か否かを判断するためには、 が耐震設計審査指針ASME Code Section XI
の要件を満たすかどうかを独自に検討しなければならないはずです。なぜこの検討を徹底的に行わない
のですか。
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（文書回答）３．及び４．について

維持規格2000に基づいてひび割れの評価を行う際に用いる荷重については、同規格において、耐震設

計審査指針等に基づく地震力（基準地震動Ｓ 、Ｓ による地震力）を荷重条件として用いることが規定１ ２

されていることから、評価に際しては地震力が適切に考慮されており、我が国の発電用原子力設備に対

しても有効なものであると考えています。

また、発電用原子力設備については、「原子力配管系の多入力振動実験報告書（その二）」（国立防

災科学技術センター研究速報第七十九号）及び「機器・配管系の経年変化に伴う耐震安全裕度評価手法

の研究報告書」（防災科学技術研究所研究資料第二百二十号）において、ひび割れが生じたとしても固

有周期への影響はほとんどないことを確認したとの実験結果が報告されています。実験の内容について

は、前者は実機を模擬した3次元の配管系モデルにおいて、き裂角度30°深さが厚さの75％のき裂が2箇

所及び深さが厚さの50％の全周のき裂をそれぞれつけた配管系を加振した実験であり、後者は半楕円形

で角度14.6°で深さが厚さの49％のき裂1箇所及び深さが厚さの50％の全周き裂をそれぞれつけた配管

系を加振した実験です。これらの実験に用いられたき裂は、維持規格に照らしても許容基準の上限に近

いものと考えられますが、いずれの実験結果においても、き裂の存在は配管系の振動特性にほとんど影

響がないとの結論が得られていることを踏まえれば、維持規格の評価の対象となるような大きさのひび

割れが生じた設備については、ひび割れがない状態の固有周期を前提とした場合でも、設備に作用する

地震力を過小評価することなく評価を行うことが可能であると考えています。

５．検査精度およびき裂進展機構と維持基準について

検出精度が高いと言われた超音波探傷検査でも、溶接部近傍のひび割れについては誤差が大きいこと
が暴露されています。維持規格では欠陥を精度良く検出していることが大前提です。評価書案は、「検
査精度が非常に悪い場合や、き裂進展機構が想定外の場合には維持規格を適用できない。」としていま
すが、検査精度の良否やき裂進展機構が想定通りか否かを誰がどのように判定するのですか。

（文書回答）５．について

維持規格2000は、発電用原子力設備の使用開始後において検査等で発見されたひび割れを対象として

評価を行うための手法を定めたものでありますが、当該評価を行うに当たっては、事業者が行う検査に

おいて十分な精度が確保されることが必要であると認識していますので、同規格を適用するに当たり、

検査精度の確保等のため事業者が遵守すべき事項を示したところです。

原子炉再循環系配管に関する超音波探傷試験については、検査精度の改善がなされた検査方法につい

て、発電設備技術検査協会において信頼性確証試験を行った結果、従来確認されていた測定下限値の誤

差4.4mmを超えるものではなく、応力腐食割れの深さ測定に十分有効であることが確認されました。今

後は、事業者が実施を予定している他の発電所（4発電所7基）の調査によって得られたデータも参考と

して、信頼性の確認を行うこととしています。

事業者が行う主な機器（第1種機器や第3種機器など）の超音波探傷については、電気事業法に基づき、

定期事業者検査として実施されることとなりましたが、検査の方法などの検査の実施体制については、

独立行政法人が審査を行い、国が総合的な評定を行うこととなります。また、第1種機器（原子炉圧力

容器や再循環系配管など）の超音波探傷などは、国の定期検査においても確認を行います。さらに、維

持規格に基づき事業者が行う健全性評価の結果については、電気事業法に基づき、事業者から国へ報告

がなされることとなっており、国としても、事業者が適切な評価を行ったかどうかにつき、確認するこ

ととしています。



耐震関係の審査指針・技術基準・民間規格の関係

▽投置許可 ▽工事計画認可・使用前検査 ▽定期検査・定期事業者検査

【基本設計】 【詳細設計・建設】 【供用期間中】

○安全設計審査指針 ○原子力設備の技術基準（省令 号）62

設置許可の際の審査基準 第 条 原子力設備は、地震力による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさない5
ように施設しなければならない。

第 条 原子力設備の容器、管、ポンプ、弁、支持構造物は「告示」する規格に9
適合するものでなければならない。

○耐震設計審査指針
○原子力設備の構造等の技術基準（告示 号）501

・ の地震荷重にSl, S2
対する耐震設計の基 設計・建設→材料規格・構造規格を適用。供用期間中→構造規格を適用
本的な考え方を規定

○機械学会・設計建設規格 ○機械学会・維持規格

・各機器の許容応力限界を ・供用期間中検査により構
設定。荷重条件に地震も 造健全性を確認。
含める( を引用)。 ・ひび割れについては欠陥JEAG

の進展予測及び評価
・欠陥の進展予測に のSl

○電気協会・耐震設計技術 地震荷重を考慮。1/3
指針 ・破壊評価に の地震JEAG4601 Sl, S2

荷重を考慮。
・地震等の荷重による許容
応力限界を設定。



破壊力学と設計による許容値

簡単のため、貫通き裂を有する平板が引張荷重を受ける場合を考える。

破壊力学 設計による許容値

t t

W W

図 貫通き裂を有する平板 図 矩形の穴を有する平板1 2

B D破壊荷重 最大設計荷重P P

( ) ( )1-1 2-1

公称破壊応力 公称最大設計応力

( ) ( )1-2 2-2

き裂長さ を有する平板の許容応力 穴 を有する平板の許容される最大の応力1

( )2-3

( )1-3

破壊力学では式( )であり、設計応力最大値は式( )で、多くの部位は1-3 2-3

よりかなり低い値で設計されている。いずれにしても、両者の違いはわずか３％であり、ほぼ等しい

といえる。

P D= 2.0S m× (W -ç ) t

sD=2.0Sm(W-ç)t/Wt

=2.0Sm(W-ç)/W

sD≦2.0Sm(W-ç)/W
sD

PB =s f(W -ç )t=2 .7 Sm(W -ç )t

sB

sB=PB/Wt=2.7Sm(W-ç)t/Wt

=2.7Sm(W-ç)/W

ç

SC=sB/1.39

=[2.7Sm(W-ç)/W]/1.39

=1.94Sm(W-ç)/W

2.0Sm(W-ç )/W

ç

PB PD

ç
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経済産業省原子力安全・保安院との交渉記録

日時：2003年７月４日午後２時～５時

場所：衆議院第２議員会館第３会議室

参加：市民グループから２３名

出席：原子力安全・保安院統括安全審査官 山本哲也

上席安全審査官 高坂（たかさか）潔

（原子力安全・保安院から交渉当日の朝に文書回答が届

き、交渉の場で他の補足資料２通とともに配布される。）

(質問)文書回答については全員読んでいるという前提で

進めさせて頂きます。文書回答に沿って追加の質問をし

ていきたいと考えています 。回答の３行、「この基準は、設

計・建設時のみでなく使用時においても遵守すべきもので

あります。」でいう「この基準」とは耐震設計審査指針とか

告示501号であるということに間違いありませんか。

(回答)この補足資料は、耐震関係の審査指針、技術基準、

民間規格の関係を示したものです。一番上の矢印は原子

力発電所の設備の段階を示しております。一番左が基本

設計段階といいまして、原子力発電所を作る際の一番基

本となる、どういう設計思想で作るかといったものを行うの

が基本設計です。法律上は、原子炉等規制法というもの

に基づきまして設置の許 可を受けることになります 。その

設置の際の判断基準、安全設計審査指針というものがご

ざいます 。これは設置許可の際の審査基準であり、耐震

性を含んだ幅広い原子力発電所の安全性に関する安全

審査指針となっております。耐震性につきましては、その

下に耐震設計審査指針というものがございます。Ｓ１、Ｓ２

の地震などを踏まえた形で審査をするという形になってい

ます。それで基本設計の許可をするという形になっており

ます。それが終わました後、今度は詳細設計・建設段階に

入ってきます。法律上は、電気事業法という法律に変わっ

てまいります。詳細設計につきましては、法律上は工事計

画という名称で認可を受け、それの認可を受けますと建設

が始まり、建設途中あるいは建設が終わりますと、それが

基準通り作られたかどうかということで使用前検査というも

のを行うことになっています。これが建設段階ということで

ございます。このときに適用されるのが原子力設備の技術

基準というものです。これは経済産業省令で定まっている

ものですが、これは電気事業法に基づく技術基準でござ

います。これにもたくさんの条項がございますが、地震の

関係では第５条というものがあり、「原子力設備は、地震力

による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施

設しなければならない。」という規定になっています。実際

の条項はもっといろいろ書いてありますが、要約だけにな

っております。それを具体的に達成するために第9条とし

て、原子力設備を構成する容器、管、ポンプ、弁などがあ

りますが、それ用については別に「告示」する規格に適合

するものでなければならないという規定になってございま

す。この省令基準のさらに下に原子力設備の構造等の技

術基準（告示501号）というのがあります。先ほど省令で告

示する規格があると申しましたが、それが「告示基準」とか

「告示501号」と呼ばれるものでございます 。５０１基準は設

備を重要度に分けまして、第１種、第２種、第３種、第４種

と分類しています。それぞれの分類わけごとに、材料に関

する規格、こういう材料を使いなさい、そういう材料を使うと

きには非破壊試験をして傷がないようにしなさいというよう

なことが決まっていたりします。あるいは構造に関する規格

がございまして、設備がどういう構造強度を持たなければ

ならないかということを決めているものです。地震の観点か

ら言いますと、上 の第５条「原子力設備は、地震力による

損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように 施設しな

ければならない。」という規定に対応するものでございます。

私どもの運用としては、詳細設計段階あるいは建設段

階におきましては、どういう材料を使い、どういう構造にな

っているかということを見るためにこの告示５０１基準に基

づきまして工事計画の認可をいたします。あるいは使用前

検査の判断基準として使っています。供用開始後、設備

が完成しました後、供用期間中の段階に入ってまいります。

ここでも電気事業法という法律に基づきまして、定期検査、

これは国が行う検査でございますが、１３ヶ月に一度、ある

いは定期事業者検査、これは今回の法改正で新たに入っ

てくる検査ですが、事業者自らが行う検査が必要になって

きます。その際の判断基準がやはりこの技術基準というこ

とになってきます。実際の運用としては、原子力設備の技

術基準（省令62号）につきましては、第５条の耐震の規定

があり、これは設計・建設段階では当然適用されますが、

供用期間中においても適用になります。告示501号基準の

実際の運用としては、供用期間中においては、材料に関

してはすでに規格に適合した材料が使われているため、

必要なことは構造強度がきちんと確保されるということが必

要になってきます。そういう観点から構造に関する規格を

適用するという考え方で運用しているところでごございます。

今のご質 問の中で、技術基準の中で基準とはどういっ

たものかと言いますと、左側の原子炉の設置段階、それか

ら詳細設計段階、供用期間中段階、こういうふうに段階ご

とに適 用される基準が異なりますが、基本的には詳細設

計段階と、と言いますか設計・建設段階と供用期間中段階

につきましては、原子力設備の技術基準(省令６２号)、特

に地震の関係から言いますと、第５条が適用になります。

これは設計・建設段階であろうと、供用期間中段階であろ

うと、こういう地震によって、地震力による損壊により公衆に

放射線障害を及ぼさないこと、こういう基準がいずれの段

階においても適用されるということです。

(質問)ということは、「この基準は」というのは耐震設計審査

指針、省令６２号、告示５０１号、その体系であるということ

ですね。

(回答)はい。その適用関係については 先ほど申し上げた
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通りであります。

(質問)その基準が「設計・建設時のみでなく使用時におい

ても遵守すべきものであります。」と書いてあるということは、

この機械学会の維持規格もしくは維持基準が耐震設計審

査指針、省令６２号、告示５０１号と整合性をもっている、も

しくは維持規格を満たしているものについては、この耐震

設計審査指針および 省令６２号第５条、告示５０１号を満た

すということに間違いないですか。

(回答)そこについては、ちょっと説明させて頂きます。ここ

にはそういう趣旨のことは書いてありませんで。先に言いま

したように、第５条の基準といいますのは、設計段階であろ

うと供用期間中でも適用になるということは、今申し上げた

とおりです。いずれの段階においてもですね、地震による

損壊によって公衆に放射線障害を及ぼさないように 施設

するということ、これは大原則であります。これは設計段階

であろうと、供用期間中すなわち運転開始後であろうとも

当然守るべき基準です。こういうふうに 私も理解しておりま

す。じゃあ、それをどう実現していくかというのが次の課題

だと思っております。それで、設計・建設段階におきまして

は、具体的な設計基準は告示５０１基準が先ほど言いまし

たように適用になりますが、機械学会の設計・建設規格、

これは告示５０１基準と基本的には同じ内容のものが民間

規格として策定されています。もう一つ、今議論になって

いますのが維持規格でございますが、この規格の内容は、

こういう告示501基準、設計・建設規格に則って作られた設

備が構造健全性を有しているかどうかを確認するために

供用中の検査を行って構造健全性を確認するということ、

それから、そういう検査の際にひび割れが見つかりますと、

その欠陥の評価をきちっと行い、破壊評価によって地震に

よって崩壊しないということを確認をする。それを満たさな

い場合には修理・取り替えと言うことになってくるわけです

から、そういう関係の、適用の関係になっているということ

です。

(質問)ちょっとよくわからない。告示５０１号というのは耐震

設計審査指針を満たすような基準ですよね 。ということは

材料および 構造強度が耐震設計審査指針を満たしている

ということでよろしいですよね。

(回答)はい。

(質問)今おっしゃったのは、告示５０１号は使用開始後も

満たさなければいけないと。構造規格だけですけれども、

材料は当然満たされていますからね 。

(回答)はい。

(質問)そうすると、維持規格の判断基準を満たしているも

のについては、告示501号を満たしていないといけないと

いうことですよね。

(回答)その考え方はですね、告示５０１号の判断基準がど

ういうことを規定しているかということになってくるかと思い

ます。これは設備全体の構造物を念頭におきまして、いろ

んな荷重を想定いたします。そこで発生する応力というも

のを想定します。工学的には一次一般膜応力という概念、

あるいは曲げ応力という概念がありますが、これらはいず

れも設備全体に、ある程度平均的にかかる応力という形で

評価します。その材料が持っている固有の特性に比べて

応力が余りにも強いと、壊れてしまいますから、かかる応力

を一定の範囲に抑えるというのが告示５０１号、あるいは設

計・建設規格の考え方であります。全体の応力評価を行う

というのが、告示５０１号あるいは設計段階における設計思

想の考え方というふうに理解して頂きたいと思います。問

題は、そこにひび割れがあった場合にどうするかということ

であります。もちろん、設備は、当然のことながら告示５０１

号を満たした上で作られています 。そこにひび割れがあり

ますと、ひびが実際に崩壊をもたらすかということが実は問

題になってきます。その傷を告示５０１号で評価することが

できるかということでございます。ご案内の通り、傷というの

は設備全体にかかります応力に対してひびが不安定破壊

という、どんどん拡大して壊れてしまうというところの評価が

大変重要になってきます。そのために維持規格において

は、そのひび割れに着目しまして、地震荷重を含めた荷

重に対してひびが不安定破壊を起こすかどうかということ

を判断するための基準でございます。すなわち、告示５０１

号基準は設備全体の応力評価しかできないのに対しまし

て、維持基準はそのひびに着目した評価をするということ

になります。端的に言いますと、告示５０１号基準でひびの

評価をするというのは工学的にはできないということになり

ます。したがって、ひびの評価をするために、欠陥評価と

いう破壊力学的な手法を用いて評価をするということです。

たとえば、イメージとして適切な例を言えるかどうかわかり

ませんが、たとえば、胃の検査を行うときにバリウムを飲み

ます。異常があるかどうかが、影があるかどうかということで

わかります。そのときに潰瘍などがあり、それが胃ガンかも

知れない、単なる胃潰瘍かも知れないというときに胃カメラ

を飲んで、その細胞をとってそれが良性か悪性かを見ます。

単純な例で申し訳ありませんけども、たとえば、バリウムを

飲むというのは告示５０１基準の評価をするということであり、

それでは潰瘍の良し悪しまでの評価することまでできませ

んから、胃カメラでその細胞をとって評価をする。これが欠

陥評価の手法ということであります。したがって、告示５０１

号で全体の応力評価をできなくはないと思いますけれども、

その欠陥自身の安全性、構造健全性に与える影響はどう

かというのは、こういう破壊評価の手法を使わないと評価で

きないということであります。こういう地震に対して壊れない

というのが基準であって、それに対する工学的な客観的な

評価としてどういう手法があてはまるかという考え方で、設

計段階では全体の応力評価をし、ひび割れがあったもの

についてはひび割れに適した評価方法を適用するという

ことです。
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(質問)そうおっしゃると思っていましたが、告示５０１号はひ

び割れのない状態の構造で判断しています。その判断を

するときに、許容応力の考え方がありますね。その考え方

が耐震設計審査指針で明記されております。そういうよう

な考え方と維持規格でいう破壊の考え方との間に整合性

があるかどうかということを検討しないと、遵守できているか

どうかは言えないですよね 。

(回答)それについては、先ほど言ったように、工学的な観

点から、バリウム飲んで･･･

(質問)イエスかノーかで答えて下さい。時間もあるので。要

するに、「この基準は、設計・建設時のみでなく使用時に

おいても遵守すべきものであります。」とおっしゃっている

意味ですが、耐震設計審査指針の判断基準、許容応力

に関する判断基準、その根底にある考え方ですね。安全

を確保するのはこういうものだという考え方があります。そ

の考え方を維持規格でも満たさないといけない。その整合

性がないといけないという見解であるということでよろしい

ですか。

(回答)はい、この省令６２号の第５条という基本的な考え方

というのは、維持規格においても満たすべきものだと考え

ております。

(質問)そうしますとね 、北川議員の質問主意書への５月２７

日付の答弁書では、告示501号とか耐震設計審査指針と

の整合性については検討しなくてよい、と。それはその性

格および 適用する場面が異なるからだと書かれているが、

それは撤回されるんですね。

(回答)いや、先ほども言ったように、第５条を満たすというこ

とでは、設計・建設時も維持規格も同じであると明確に書

いています 。そういう趣旨のことを書いています。したがっ

て、矛盾するものではないと･･･

(質問)整合性は検討しなくてよいと書いてあるのですが。

(回答)はい、そうです。

(質問)えっ？先ほど「遵守すべきものである」という意味は

先ほど説明しましたよね 。耐震設計審査指針の考 え方、

許容応力という考え方、その判断基準に基づくような安全

の考え方を維持基準も満たすということが「遵守する」とい

う意味ですね。

(回答)私が申し上げておりますのは、守るべき技術基準と

いうのは省令６２号の第５条のことを申しております。第５条

に対して機械学会の維持規格あるいは設計・建設の規格

は整合している。つまり、第５条に対して矛盾がないことを

確認しておりますということを申し上げているのであって･･･

(質問)ちょっと待って下さい。第５条というのは、ここに設計

・建設規格の抜粋があります。「『省令62号』の第5条（耐震

性）（解説の参考として発電用原子炉施設に関する耐震

設計審査指針を呼込んでいる。）」ということは 、第５条で

「損壊に至らない」という意味は、耐震設計審査指針で要

求している安全水準の中身だということでよろしいでしょう。

(回答)５条というのはここに書いてあるとおりでありまして、

この５条は設計段階でも適用すべきものである。したがっ

て、具体的には という民間規格がありますが、設計JEAG

段階で５条を実現する規格としては 4601耐震設計JEAG

審査指針を適用します。供用期間中の場合、ひび割れが

あったところについては維持規格に従うということになりま

す。

(質問)それは次で聞きますわ。そうすると、耐震設計審査

指針、 4601の耐震設計審査指針を満たすということJEAG

ですよね 。ひび割れがあっても、なかっても、それを満たさ

ないいけない。それが遵守するということですよね。評価の

仕方は別ですよ。ひび割れのあるときの評価の仕方は破

壊力学の方法を使うということで、それはいいですよ。工学

的手法は変わっても別にかまいません。ただ、満たさなけ

ればいけない基準は、 4601の耐震設計審査指針でJEAG

あり、指針ですよね。

(回答)それは設計・建設段階で満たすべき基準としてこう

いう民間規格を活用すると言っていまして･･･

(質問)ちょっと待って下さい。「設計・建設時のみでなく使

用時においても遵守すべきものであります。」という一言で

すが、これは設計時はもちろん、ひび 割れが入った状態

でも満たさなければいけないという意味ではないのですか。

(回答)それは第５条のことを申し上げております。省令６２

号の第５条、これは何度も申し上げていますが、これは設

計段階であろうと、供用期間中であろうと･･･

(質問)当たり前ですよ。私が言っているのは、耐震設計審

査指針、これ。維持規格を満たしているものについては、

これを満たしている、と。

(回答)何度も申していますように 、満たすべきものは第５条

であって、それを適 用 す べ き規格 として、設計段階は

4601であり、維持の段階では維持規格ですというこJEAG

とを申し上げております。

(質問)耐震設計審査指針を満たすというふうには言わない

ということですか、第５条という言い方をして。

(回答)そうです。技術基準の体系としては、第５条というの

が基 本の基準としてまずあって、設計段階の判断基準、

すなわち、設計段階としてどういう設計をしなくちゃならな

いかというときに用 いる規 格 が設 計・建 設 規 格であり、

4601というものを用いるということであります。当然こJEAG

れを満たした上で設備が作されているということです。

(質問)第５条は設計段階でも適用するんだという話ですよ
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ね。設計段階では耐震設計審査指針が入っているわけで

すよね。だから、５条を満たすということは、耐震設計審査

指針を満たすと言ってもいいわけでしょう。

(回答)設計・建設の段階で適用すべきものはこれだと言っ

ているんで、この･･･

(質問)そうじゃないでしょう。設計・建設の時だけじゃなく、

使用時においても遵守すべきものだと書いてあるじゃない

ですか。

(回答)それはその通りです。

(質問)第５条の中には耐震設計審査指針がそのまま入っ

ているわけでしょう。

(回答)ですから、第５条というのは非常に大きな安全水準

の考え方を規定している規定なんですね。数学的に言うと、

Ａ＋Ｂのうち、Ａ＋Ｂの概念が、ＡだけあるからこれはＡだ

けということではありませんで・・・

(質問)第５条の中に耐震設計審査指針が入っているわけ

ですね。

(回答)入っております。もうちょっと言うと、５条を満たす基

準です。Ａ＝ＢだからといってＢがすべてＡというわけでは

ないということだと思います。

(質問)耐震設計審査指針を満たすということと、第５条を満

たすとということとは同じなんでしょう。

(回答)設計段階においては、その通りです。

(質問)設計段階においてはね。ところがね、それを使用時

においても遵守すべきだ書いてあるんでしょう。

(回答)それは５条を満たしなさいと言っているんであって、

ＡはＢだからＢはＡだとおっしゃっているわけですよね。

(質問)遵守の中身がちょっと違うんでね。それでは言いま

すわ。省令６２号に「損壊により」と書いてありますね。維持

規格でいう損壊というのは破断しないということですよね。

耐震設計審査指針および告示５０１号で要求しているのは

破断しないことですか。

(回答)ええ、これは壊れないということです。

(質問)そういうふうに書いてありますか。Ｓ１地震動に対し

ては弾性状態を維持することと書いてありませんか。

(回答)書いてあります。

(質問)書いてありますね。損壊ですか。

(回答)損壊じゃあないですね。ただ、一部の崩壊はありま

す。 1地震では1.5 まで認めていますから、局部的なS Sm

崩壊はあります。

(質問)局部的なところというのは、クラス分けしているわけ

ですよ。 クラス、 クラスは満たされなくてもよい。今言B C

っているのは クラス、 クラスですよ。 クラス、 クA As A As

ラスで損壊があって壊れてもよいという基準ではないでしょ

う。

(回答)それは 2地震についても同じですね。S

(質問)だから、 1地震動については弾性限界内にある、S

すなわち、変形が残らないという基準ですよ。 クラス、A

クラスの 1地震動について。 2地震動については、As S S

変形は残ってもよいが、過 大な変形によって機能が維持

できないようになったらいけない。弁であればちゃんと開く、

閉まる。ポンプであれば回り続ける。パイプであれば、変形

しても、水がちゃんと流れるということでしょう。そういうふう

に破断とは全然違う概念ですよ。そういう意味から言えば、

ひび割れがあっても、なかっても、変形が残ってはいけな

いんでしょう、Ｓ１地震動については。Ｓ２地震動について

も、機能が維持されなければいけないのでしょう。亀裂が

貫通しなくても機能は維持しなければいけないわけですよ。

維持基準のほうは亀裂が貫通しなければよいという基準じ

ゃないですか。どこに整合性があるんですか。

(回答)維持基準の場合は、ひび割れの健全性を評価する

という形をとります。運転状態に応じて、Ｓ１、Ｓ２のいろん

な組み合わせを行いますが、要は、ひびがあった場合に、

外荷重に対してそのひびが動くかどうかということを評価

するわけですね。不安定破壊しないというのは、そのひび

がボンと壊れないということですから。壊れないということは、

ひび割れはそのままの状態を維持するという形をとります

ので、今言われたように 機能の維持という意味では、維持

規格を満たすということは当然のことながら、その機能、あ

るいは外力、各種運転状態がありますので、Ｓ１、Ｓ２を含

めてその機能を満たすということになります。

(質問)ところがね、ポンプは亀裂が貫通していない。ところ

が回転しない。これは機能を維持できていますか。

(回答)維持規格は残念なことに、全部の体系ができており

ません。今評価ができているのは容器と配管の構造物だ

けです。ポンプのところについては維持規格を適用するこ

とはできません。

(質問)たとえばということで出しただけですよ。配管でも同

じですよ。大きく変形しても破断していない。ところが水の

流れが非常に悪くなる。炉心の冷却ができなくなる。こうい

う状態でも、維持規格の基準ではＯＫじゃないですか。

(回答)維持規格ではそういう大きな変形といいますか、ひ

びを想定していますので、曲がってしまって形が変わると

いうことをおっしゃっていますよね。維持規格ではたとえば

ポンプの例を申しますと、欠陥の大きさに一定の限界値を

設けています。欠陥の長さが６０°まで。深さが７５％まで、

つまり、貫通してはいけないということです。今言われた事
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例というのは、計算してみないとわかりませんが、基本的に

は維持規格を満たさないということになりますから、修理・

取り替えの対象になるのではないかと思われます 。

(質問)維持規格の基準というのは･･･

(回答)維持規格の話を勘違いされているんだと思うんです

けど。維持規格というのは何か欠陥があったときに、これが

非常に不安定な領域、つまり崩壊につながるところまで行

くかということをやるんですよ。そのために、崩壊の基準と

いうのを使って、それよりも、実際は安全率の1.5を見込ん

で、余裕を見て、崩壊のような挙動を示さないようにする基

準であって、すぐ壊れるということではないんですよ。ただ、

事象として、割れているから、割れがこういって壊れるかど

うかという判断としては、告示５０１号でやっているような全

体の構造の強度検討で、Ｓ１のときは降伏しないように 弾

性限界に入るように、Ｓ２であっても部分的な塑性変形は

いいけど、ものが壊れるところまでいかないようにというとこ

ろまで認めているわけです。それとは論理が違って、傷が

ある場合、その理論が行かないものですから、専門家の間

の議論のなかで崩壊荷重という理論を使 っているわけで

す。崩壊してもいいというわけではないです。そういうこと

で判断して、崩壊につながらないような 、告示５０１号と同

じように安全率を1.5なら1.5分の１を見てそれでもって評価

しているだけですから。だから、整合性がないということで

はなくて、判断基準が違うんだけれども、どちらも壊れちゃ

あいけないという意味では同じなんです。

(質問)いや、違う。全然違う。

(回答)それは弾性限度という話をされるが、基本的には同

じですよ。発想の違いですよ。

(質問)今奇しくも言われましたが、判断基準は違うけれども、

整合性はないといけないということをおっしゃいましたよね。

やはり、整合性はないといけないんですよね 。耐震設計審

査指針の安全基準と維持基準とは整合性はないといけな

い、と。そうなんですね。

(回答)というのはですね、崩壊を議論しているときに、地震

荷重というのを使って評価しているんです。

(質問)ちょっと確認したいんでね。先ほど、整合性はなくて

もよいというようなことをおっしゃられたんで。もう一度言い

ますよ。維持基準を満たしている亀裂については、耐震設

計審査指針の要求事項を満たしている、ということでいい

ですね。

(回答)全体の構造的にはそうです。

(質問)答弁書ではね、「維持基準では耐震設計審査指針

で新設原発に要求される技術基準が満たされる、または、

この技術基準を満たさない維持基準は導入しない」といっ

た主張は行っていないとおっしゃってるんですけれども、

それは撤回されるんですね。

(回答)それは正確には、先ほど言いましたように省令６２号

の第５条、これを基本として、これを満たしているかどうか

で判断していると申し上げているんであって。

(質問)私たちが配布した資料の図で、ひび割れがないと、

この図のように引張強さでピークになって破断しますよね。

途中までは弾性限界ですよね 。ひび割れがあると、引張

強さが下がって、ここですよね、崩壊荷重とか流動応力と

か呼ばれていますよね 。これはひび割れの大きさによって

違いますよね 。材質によっても違う。Ｓ１地震動については

弾性限界の範囲内にあるというのが基本なんですよ。とい

うことは、この直線のところですよね。これはポンチ絵です

から正確ではないですけれども。いわゆる直線のところ、0.

2％耐力とかありますけれども、こういう弾性限界の応力の

ぎりぎりまでは許容されるというのが、Ｓ１地震動ですよね。

ひび割れがあると、それ自身も下がるでしょう。

(回答)こういう変曲点は下がります。

(質問)下がりますよね。変形しないためには、ひび割れが

あるときと、ないときとで許容応力が変わってくるんですよ。

耐震設計審査指針を満たそうと思ったら。そういう基準は

ないじゃないですか、維持規格の中に。崩壊荷重のここだ

けでしょう。

(回答)そういうことではなくて、こういうカーブをベースに許

容応力の判断基準というのは定められます 。たとえば、い

ろんな運転状態をとる必要がありますけれども、一番厳し

い運転状態Ⅳの場合には、荷重のほうですね、一次一般

膜応力 が運転状態Ⅳについては2.0 に抑えなさい。Pm Sm

膜応力と曲げ応力との合計値は3 か2 のいずれか小Sm Sy

さい方に抑えなさいということで、設計限界の許容応力と

いうものがでてまいります。ひびがありますと、このカーブ

が下がってくるということは事実であります。一方、維持基

準の場合、管の場合には、極限荷重法という方法をとって

いますが、同じように荷重の式が、口頭で言うのは難しい

んですが、(２σ π)(2 β ( ) θ)という式で出てきまｆ/ sin - a/tsin

す。それに一定の安全率、1.39とか、状態によっては2.77

とかを用います。 と を足して２で割る流動応力σ とSu Sy ｆ

いう概念で判断基準を設けております。この流動応力に対

して先ほど言いました1.39とか2.77とかの安全率をかけて

さらに下がってくるわけです。その判断基準が実際にかか

ります設計基準で抑えている荷重に対して十分な範囲に

入っているかどうかという判断基準が出てきます。それがど

んどん下がってきますと、判断基準より荷重の方が大きく

なってしまうと、それは崩壊します、ダメです。こういう考え

方になります。通常この最大設計基準より荷重というのは

若干の裕度を持たせています 。ポシャリますと設備が壊れ

てしまいますから、裕度を持たせております。そういう観点

から言いますと、安全率が1.39とか抑えていることによって、
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一定の崩壊が大きくなってきますと実際の荷重に対して持

たなくなりますから、その場合はアウトということになります。

それがだいたい発生応力との関係で次元が違うんですが、

2.8 ぐらいの範囲内であれば、設計荷重に基づく実荷Sm

重に対して満たすということで、先ほどの設計段階の判断

基準と、手法は違いますけれども、実際にかかる荷重に対

して裕度をどう持ってくるかということでは整合ある形に実

はなっています 。評価手法が違いますので単純比較はで

きませんですが、実はそういう関係にはなっています。

(質問)それについては後で言いますけども、今おっしゃっ

たように 、維持規格の基準と耐震設計の基準との整合性

はやはり検討しなければいけないのですね。それを今、検

討しているんですね。

(回答)それは元々違う事象をとらえていますので、それ自

身を比較するのは本当は、学問的に言うと、違うものを違う

角度で見るということはおかしなことになっちゃいます。

(質問)いや、おかしくないですよ。

(回答)（保安院側が補足資料を配付する。）これは単純な

例ですが、「破壊力学と設計による許容値」の資料で、左

側の図を見ていただきますと、これは板ですが、大きな管

の一部だと思って下さい。そこに長さ のひびがあり、こ

れをどう評価するかということになってきます。この式が破

壊力学による評価の式になります。右側が設計・建設基準

ですと、こういうひびの評価ができませんから、もし、それを

やるとしますと、こういう幅 の穴が開いているという形に

置き換えて計算せざるを得ないということを申し上げたいと

思うんです。これは運転状態Ⅳの管の式で評価をします

が、先ほど言ったように最大設計荷重が2.0 で抑えられSm

ます。穴があるということで式(2 1)が荷重になってきます。-

公称最大設計応力は式(2 2)になり、これ以上の荷重をか-

けてはいけないということで、これが判断基準になってきま

す。それと同様に、破壊評価をする場合には、流動応力と

いう概念を導入します。 と を足して２で割ったものでSu Sy

すが、それを簡便にするために2.7 を適用しますと、式Sm

(1 1)のようになります。1.39の安全率を用いると式(1 3)の- -

ようになります。これはもちろん工学的には全く違うことを

言っているわけですけれども、応力という次元で見れば同

じような次元になりますから、設計荷重では2.0 云々以Sm

下に抑えなさいと破壊力学では1.94 云々以下に抑えSm

なさい。これを超えますと修理や取り替えが必要になって

きますから。これは破壊力学のほうが 、これは結果的にた

またまなんですけれども、厳しい評価になっています。一

例なので、一般化して言っているわけではありません。管

の場合であり、しかも、モデル化して言っていますから。た

とえば整合性を評価するとなると、こういうことになります。

ただ、工学的に見ると、先ほど言いましたように 、ひびの評

価をしているのが左側であるのに対して、右側の設計・建

ç

ç

設時の評価をしようとすると、たとえば、穴が開いた形でな

いと全体がうまく評価できませんよということを言っていま

す。工学的に整合性をとれといわれても元々違う種類のも

のでやっているものですから、そもそもの手法自身に観点

と目的が違いますから、厳密な意味で評価するというのは

できません。こういう単純に並べてみるということはできるか

も知れませんが、ただ、意味している工学的な意味が全然

違いますから。だから、わたしは別にこれでもって、破壊力

学のほうが 厳しくて、設計・建設規格のほうが 甘いというこ

とを言っているわけではありません。当然アプローチの仕

方が違いますから。違うものですから。もし、応力という同じ

レベルで単純比較するとしたら、工学的には全く意味のな

い比較かも知れませんが、やるとしたら、こういう比較がで

きますということを申し上げただけです。

(質問)あなたのおっしゃったのは、こういう二つのモデルが

あって、モデルを計算したらこうなったというだけで、この

亀裂があるときに破断するかどうかという議論と、こちらの

設計するときの評価が本当に対応しているかどうかという

のは、解析的にだけではなく実験的にも解析しないといけ

ないですよね 。それはたぶんやられていないと思いますし、

たぶんそれは対応しないと思います。それは置いといてね。

あなたのおっしゃったのは、許容状態Ⅳ、運転状態Ⅳで

すよね 。運転状態ⅣというのはＳ２地震動ですよね 。我々

がさっきから変形しないと言っているのは許容状態Ⅲ、運

転状態Ⅲですよ。Ｓ１地震動に対して変形が残らない。こ

れについてはこういうモデルはないんですか。

(回答)これは運転状態Ⅳが最も厳しい状態ですから･･･

(質問)一番厳しい状態とは限りません。

(回答)まあ、地震の組み合わせにもよります。Ｓ１、Ｓ２との

組み合わせにもよりますから･･･

(質問)変形が残らないというのはね、極めて厳しい条件で

すよ。ということは、ひび割れが入っていたときに、やはり、

Ｓ１地震動で変形が残ったらいけないんですね。変形が残

るような維持基準はダメなんですね。

(回答)ダメというか、先ほど言ったように 、ひびについては

評価をきちっとしなければいけない。違う物差しでは評価

はできませんと申し上げています。

(質問)物差しは一緒ですよ。耐震設計審査指針で要求し

ているのは、ひびがあってもなかっても、Ｓ１については変

形が残ってはいけません。極めてシンプルです。Ｓ２につ

いては大きな変形をしても破壊しないのはもちろんのこと、

機能が維持されないといけない。それが要求事項ですよ。

極めてシンプルです。それがひび割れがあるときにどうい

う評価手法がよいのか、それは工学的にいろいろやったら

いいですよ。こういうモデルを作ったりしてね。ただ、基本

になるのは、運転状態Ⅲ、Ｓ１地震動に対しては変形が残
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ってはいけない。それを維持規格が満たしているということ

を証明しなければいけないでしょう。

(回答)それは、先ほど言ったように、こういうモデル、これだ

って単純比較ですから、これで私、満たしているとはとても

言えません。

(質問)わかりますよ。ひび割れがあって変形しないというこ

とを工学的に解析するのは無理です。実験的にやる以外

にない。実験を重ねないといけない。何十年とやらないと

解は出てこない。それは知った上で言っているんですよ。

維持基準というのはね、ひび割れが進展して破壊しないと

いう基準でしか評価できないんですよ。それをこれに合わ

せようとしたら、安全率でごまかす以外にないんですよ。問

題は安全率がそれで妥当かどうかという判断です。その判

断をやろうとしたら実験データを積み重ねる以外にないん

です。ところがそういう実験データはないでしょう。ない状

態でこれを導入したら、絶対に過小評価になります。

(回答)実験データがない･･･これは日本だけではなく、もと

もと、これは1.39とか、2.77とか･･･

XI(質問)アメリカでしょう。アメリカの耐震設計のＳｅｃｔｉｏｎ

には入っていないじゃないですか。一般応力と地震荷重

の組み合わせはないじゃないですか。日本で独自に入れ

たんでしょう。

(回答)材料から見たときには、機械的荷重も地震荷重も同

じですから、地震荷重がちゃんと入っていて、最後の判断

基準で1.39とか2.77とかが入って工学的な強度という意味

では同じことになってきます。荷重をどこまで見るかという

違いがありますけれども。

(質問)安全係数の観点から言うと、 と の比較でだいSy Su

たい1.5といっていますよね。(2 3) で･･･/ Su

(回答)いや、あれも工学的には全く意味のない･･･

(質問)そう、全く意味がないんですよ。

(回答)あれで、別に1.39とか2.77とかの安全率を求めてい

るわけではありませんから。あれは設計・建設規格の比率

を持ってきてニアリィ・イコールといっているわけではなくて、

あれは、設計・建設規格を知っている人に対して、同じよう

な破壊力学という新しい概念ですから、設計・建設規格か

ら類推すると、だいたいこれに近い概念のものがあります

から、そういうことで理解してもらうと理解しやすいですとい

う「解説」であれが書いてあるだけなんです。

(質問)全く理解できません。 1地震動に対しては変形がS

残らないという条件があります。維持基準では破壊の基準

から安全率が1.41になっていて、日本機械学会の注には

(2 3) と比べたら、1.5と1.41だからほぼ整合していると書/ Su

いてありますよね 。そこでは(2 3) だけしか書いていませ/ Su

んよね。普通は と(2 3) の小さい方をとっていますよSy / Su

ね。ところが、 の方が小さいんですよ、普通は。ステンSy

レス鋼にいたってはものすごく小さいんですよ。

(回答)ちなみに、その解説はフェライト鋼容器のものです

から、ステンレス鋼は対象になっていません。

(質問)それは、それでもいいですよ。

(回答)いずれにせよ、それは解説で、それを実際に使う方

が、設計のいろんなことを熟知されているんで、それに近

いところを解説しているんであって、安全率の設定根拠の

ためにそれを使っているんではありません。

(質問)ということは、あなたがこういうものを出されたというこ

とは気になっているわけですよね 。整合性があるかどうか

ね。

(回答)いや、ご質問を頂いているんで、たぶん、ひび割れ

の評価というのはそもそも何ぞやと、設計・建設規格とどう

違うんだというご質問があるんだろうと思って、念のために

用意したんです。

(質問)あなた方の回答がね、設計・建設時のみでなく使用

時においても遵守すべきものであると、耐震設計審査指

針指針もそうだという理解ですよね 。

(回答)さっきから言っているように 、第５条がそうだというこ

とです。

(質問)そうですけど、第５条については、耐震設計審査指

針を引いていますから、これを満たさないといけないわけ

ですよ。

(回答)それはＡ＝Ｂだから、Ｂは全部Ａであるというのとは

論理的に違うでしょうということです。

(質問)もっとシンプルに言います 。ひび割れがあってもな

かっても、Ｓ１地震動について変形は残ってもいいんです

か。悪いんですか。どっちですか。

(回答)そういうふうに設備を設計して作りなさいということで

す。

(質問)ひび割れがあった場合には･･･

(回答)ひ び割れについての地震のきちっとした評 価がな

いといけないんです。耐震設計審査指針や設計・建設規

格にはひびに対する評価の手法がないんです。ないから

これでは評価ができないんですよ。ですから、欠陥には欠

陥の評価の仕方を適用しないといけませんと言っているん

です。

(質問)ひび割れを評価するときに、ひび割れの進展しか評

価してないじゃないですか。破断するかどうかという評価し

かしていないじゃないですか。変形が残るかどうかという評

価はしていないじゃないですか。基準が違うんですよ。
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(回答)うーん･･･

(質問)あなた方は破壊荷重が問題なんでしょう。変形の判

断基準がどこにも入っていないじゃないですか。

(回答)崩壊荷重に至らないということは 亀裂が動かないと

いうことですよね。

(質問)もっと単純に言います。ものをつくりました。耐震設

計審査指針に基づいてね。これは変形が残らないようにし

ています。ひび割れが入りました。ひび割れが入った段階

で変形は残ってもいいんです。こういう基準に変えてもい

いんですか。

(回答)厳密に言いますと、設計の 1の評価というのは今、S

評価の手法がありません。 1に関するひびに対する評価S

手法というのはありません。

(質問)知っていますよ。ないですよ。ないから導入するなと

言っているんですよ。そういう整合性のないものをね。

(回答)ひびに対する評価手法をきちっと適用しないといけ

ないと申し上げているんです。ひびがあるということはどう

いうことかというと、ひびがそこにあって、ものが壊れるとい

うことなんですね。壊れる大きな手前で止めておきなさいと

言っているんですね。

(質問)そうですよ。止めておきなさい。変形が残らないとこ

ろで止めておきなさい。それが耐震設計審査指針の要求

事項です。ひび割れがあっても、なかっても、それは貫徹

して遵守されないといけない。それがこの意味ではないん

ですか。

(回答)うーん・・・

(質問)設計時においてはもちろん、使用時にも遵守すべ

き。これは、ひび割れがないときは変形が残ったらいけな

い。ひび割れが入ったら、変形が残ってもよい。そういう基

準じゃないんでしょう。

(回答)そういうことではなくて、これはものを作るときの設計

基準ですから、Ｓ１に対しては変形が残らないような強度を

持つように、部材を選び、構造設計をしてものを作りなさい

という基準なんです。

(質問)それなら、ひび割れが入ったらそういう変形が残っ

てもよいということですか。

(回答)ひびがあったものについては、ひびについての評

価をきちんとしなくてはいけない。

(質問)ひびの評価をして変形が残らないということを言わ

ないといけないでしょう。

(回答)･･･

(質問)ひびがあったら、破壊はしたらダメだけど、変形はし

てもいいということですか。

(回答)変形という意味が、工学的意味が厳密にはよくわか

りませんが、流動応力で1.39、2.77に抑えるということは、

ひびが動かないということですよね。ひびが動かない。ひ

びがそのままである。ひびがそのままということは、その状

態が変わらない。若干、ひびが少し動いて止まるということ

かもわかりません。若干動いて止まるということを含めれば、

この維持規格の基準を満たします。ということは 機械自身

が変形というのをどの程度のことを言うのかわかりませんけ

れども、維持規格で求めているのは、Ｓ１とかＳ２とかがあっ

たときに、ひびが基本的に動かない、動いたとしてもちゃ

んと止まるということが、流動応力に対して一定の安全率

を満たす基準というのはそういう意味なんです。

(質問)ひびが進展するかどうかは関係ないですよ要するに

マクロな意味で、変形が残るか残らないかという議論です。

(回答)ひびが動かない、若干ひびが動いても止まるという

ものに対して、大きな配管に対してのひびですね。Ｓ１とか

Ｓ２とかで求 めているのは、そういう判断基準というのは、

私が理解している範囲では、曲がったり、大きな変形をし

ないということです。そういう理解で私はおります。

(質問)Ｓ１については弾性限界内ですよ。大きな変形なん

かは残ったらいけないんですよ。

(回答)工学的にはご存じの通り、ひびのあるものというのは、

これは破壊評価しますから、塑性領域に入っているわけで

すよね 、それ自身は。その周りは。そこに 、工学的に弾性

領域に入りなさいというのは、工学的にはあまり意味のな

いことではないかと･･･

(質問)マクロな意味ですよ。

(回答)ひびのあるところについては。

(質問)それは当たり前ですよ。

(回答)マクロという意味は、ひびのないことろについておっ

しゃっているんではないかと思います。

(質問)違いますよ。ひびも含めてですよ。マクロに見ての

意味ですよ。容器というのはマクロで見て容器なんでね、ミ

クロで見てというのは意味がないでしょう。

(回答)マクロで見るんでしたら、先ほどいったようなひびの

あるところをこういった形で置き換えて評価するということに

なります。

(質問)それが１対１に対応しているという実証をちゃんとや

らないといけないじゃないですか。

(回答)それで、その一つの形をやったんですけれども、こ

れは管の評価で、板の評価になっていますから、本当は

形が違いますけれども。たとえば、こういうような評価を比
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べてみるのは可能だと思います。

(質問)やって下さいよ。たとえば、Ｓ１地震動でモデルでや

って変形が残らないという評価をして、整合性があるという

ことを示して下さい。

(回答)計算してみないとわからないですが･･･

(質問)計算してみて下さいよ。ひび割れをちゃんと想定し

て、Ｓ１地震動に対して変形が残らないという整合性を評

価しないと維持規格はダメだということですよね。

(回答)先ほど言いましたように、これは比較をしてもですね、

甘いように一見みえますが、工学的には全然意味がない

んですよ、二つの式を並べても。

(質問)そう、意味がないですよ。知ってますよ、そんなの。

(回答)Ｓ１とか運転状態がいろいろありますから、計算する

ことは計算上可能かも知れませんけれども。

(質問)いや、我々は計算しろと言っているんじゃないです

よ。ひび割れが残らないということをひび割れた状態でも

保証しろと言っているんですよ。

(回答)変形が残らないということをですね、維持規格の言

葉で言えば、ひびが動かない。もしくは、動いてもごくわず

かのところで止まるということを変形が残らないというふうに

おっしゃるのなら、変形は残らないと言えると思います。維

持規格というのは、先ほども言ったように、ひびがあって、

ひびが地震力を含めて動かない、もしくは動いてもちょっ

とで止まるというところで判断基準を決めているということは

間違いない。それはご理解いただけると思います。それを

変形がないというふうに判断するんだったら判断することも

できると思います。

(質問)いや、別に亀裂が進展しないということが 変形しな

いことだとは私は言っていません。亀裂が入っていてマク

ロに変形しないということですよ。当たり前でしょう。亀裂が

全くなくっても変形はするんですよ。わかりますか。

(回答)それはまたちょっと、座屈とかですね。

(質問)座屈はまた別ですよ。座屈はグシャですよ。関係な

いですよ。そうじゃなくて、変形が残る、残らないという議論

ですよ。それはね、ひびがあろうと、なかろうと、マクロな概

念ですよ。いいですか。維持基準において、遵守すべきあ

るということは、質問主意書への答弁書では、そんなことを

言った覚えはないとか、満たさなくてもよいとか書いてあり

ますけれども、実際は、耐震設計審査指針について、Ｓ１

については変形が残らない、 2については変形しても機S

能が維持される、ということについては維持規格でも満た

されないといけない。そういうことですね。

(回答)くどいようですが、私どもは、ひびはひびに対する評

価をしなければいけないと言っています。

(質問)ひびに対する評価をするとして、判断する基準です

よ。

(回答)先ほどのこれの場合でしたら、Ｓ２のやつについて

はですね、ご指摘の通りであれば、2.0と1.94ですから、先

生のお立場でしたら整合しているということですか。

(質問)いいや。これがこのモデルに対応するということが実

験的証明されない限りは認められません。当たり前ですよ。

モデルですよ、これは一つの。

(回答)モデルですよ。だって、判断基準というのはこういう

いくつかのモデル化して計算式に置き換えていくわけで

すから。その数式の考え方を言っているわけですけれども。

これは整合していると見ていただけるわけですか。

(質問)いいや、これがちゃんと対応しているということであ

ればまた話は別ですけれども、そういう実験データはある

んですか。

(回答)実験データではなくて 、この崩壊荷重、設計荷重と

いうのは、まさに規格の、耐震設計審査指針を具体化する

とか、告示５０１号にもこういう計算式が書いてあるわJEAG

けですね。今の問題点はその判断基準がどうかと言われ

ているわけで、その判断基準を数式化するとこういうふうに

なります。左側は維持基準の数式を書けばこういうふうに

なります。それの比較をしているわけですから、今問題に

なっているのは基準同士の比較ですから。

(質問)Ｓ１に対する基準、Ｓ２に対する基準を維持規格が

ちゃんと満たしているということが証明されればね、維持規

格としては一貫することになりますよ。

(回答)右側の設計段階のものは告示５０１とか、 のJEAG

やつは地震加重を足し算すればいいわけなんで、最大応

力の中に荷重を放り込めばできますから、応力としてどう

抑えるかという2.0 というのは同じです、 とですね。Sm JEAG

この数式と維持規格が求めているところの数式とそれぞれ

が判断基準です。それとの整合ということで、書くんだった

らこうなりますが、結果として、1.94と2.0となっていますの

で･･･

(質問)これはあなたの言われた対応すると言われたモデ

ルであってね、モデル計算なんですよ、一種の。我々が求

めているのは、亀裂がある状態で実際に実験的に考えた

らどうなんですかということなんですよ。実験データがある

んだったら出して下さいと言ってるんです。

(回 答 ) そうなると、この右 側 のやつが告 示 基 準にない

ということでね、出ているんですよ。JEAG

(質問)これは亀裂のあるモデルではない。穴のあるモデル

じゃないか。それとはまた別ですよ。亀裂 のあるモデルと

穴のあるモデルが同じだという前提であなたはおっしゃっ
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ているんですけど･･･

(回答)私は、工学的には違うと言っているんです。先ほど

これは元々モデルが違いますから、と。

(質問)だから、同じだというんだったら、これらが同じである

ことを実験的に示さないといけないじゃないですか。

(回答)これは告示基準を引用しているだけですから、誰が

書いてもこうなりますよ。

(質問)構造がこういう場合にはこうなりますよということで、

そんなことはいいですよ。これがこれに対応するということ

がね、何で言えるのと言っているんですよ。これは、これ、

右左別ですよ。あなたがムリヤリこれをひっつけて対応づ

けているだけで･･･

(回答)違います 。私は冒頭申し上げたとおり、これは当然

モデルが違います。ですから単純比較できないと申し上

げています 。今、おっしゃっているのは、設計の耐震の基

準と維持基準の整合ということをおっしゃるんなら、こういう

モデル化して、数学的にあるいは工学的に比較しないと

ですね、言葉だけの話じゃありませんから、やるとすればこ

ういうふうなやり方があります。ただし、穴が開いているケ

ースと、ひびがあるケースは当然事象が違いますんでね。

直接比較するのは工学的に意味がありません。考え方、

許容基準の考え方が違うとおっしゃってるんで、基準の数

式同士で比べたらどうなりますかということを単に書いただ

けなんですよ。私は、これでもって整合がとれているとか、

そういうことを言うつもりはありません。元々モデルが違うと

最初から申し上げている通りですから。ただ、もし、どうして

も整合を求めると言うんだったら、こういうモデルで比較す

ることになりますよということです。

(質問)いや、違いますよ。あなたが、「設計・建設時のみで

なく使用時においても遵守すべきものであります。」と回答

されたんですよね 。その意味は、維持規格が満たされてお

れば、耐震設計審査指針のこの規格ね、告示501に書い

てある要求水準を満たしていますよ、と。

(回答)そんなことは 言っていないと、何度も私が申し上げ

ているのは、満たすべきものは第５条のこの基準なんです

と。それを設計・建設段階に展開すれば なり、設計JEAG

・建設規格になりますし･･･

(質問)この意味はどういう意味なんですか、「設計・建設時

のみでなく使用時においても遵守すべき」というのは。

(回答)原子力設備の技術基準の省令６２号です。

(質問)第５条だけであって、告示501号とか耐震設計審査

指針は関係ない、と。遵守すべきものではないんですね。

(回答)もちろん第９条もあります。もうちょっと正確に言うと、

第９条に告示５０１もあります。告示５０１の適用関係は先ほ

ど言いましたように 、設計・建設段階と、供用期間中で適

用関係は異なりますけれども、告示５０１も適用になります。

(質問)告示501で求めている基準については、維持規格を

満たしているものについては告示501が満たされるように 、

維持規格が作られるということですよね。

(回答)告示501は設計・建設規格ですから、先ほどの右側

の評価しかできませんので、これにでは欠陥の評価ができ

ませんから、これに対しては維持規格を適用して、欠陥の

評価をします。

(質問)ですから、維持規格がいわゆる耐震設計で求めて

いるＳ１、 2に対する要求水準を満たしているかどうかがS

保証されていないじゃないですか。 1地震動が起きてもS

変形が残らないというやつは保証されていないじゃないで

すか、維持規格については。

(回答) 1、 2に対しては先ほど申したように、ひびが止まS S

る、若干動いたとしてもきちっと止まるという基準としては満

たされていますということを申し上げました。

(質問)それと変形が残らないということとがね･･･

(回答)変形が残らないという定義が曖昧ですが、別に形状

自身が変わるわけではありませんから、ひびがあって、外

力に対して止まる、もしくは若干動いても止まる。それを変

形が残らないというふうに 理解するとすれば変形が残らな

いということになります。

(質問)あなたがおっしゃっているのは、ひびが進展するか

どうかという議 論ですよ。マクロに見てどうかという判断が

耐震設計のやつでしょう。

(回答)マクロとおっしゃっているのは、ひびがある全体の設

備がですね。

(質問)そうです。

(回答)先ほども言いましたように 、ひびがあると、このカー

ブがだんだんと下がってくるわけですよ。先ほど言った流

動応力がこの 二つの交点のところから安全率でもって一

定の荷重の範囲内に抑えなさいということになっておりま

す。設計・建設規格のほうもＳ１、Ｓ２のところから、先ほど

のいろいろな計算式でもって一定の荷重の範囲内に抑え

なさいということになっています。維持規格はここで実際に

加えられる荷重に対してですね、安全率1.39の範囲内で

ないといけないということを言ってまして、実際にかかる荷

重に対して安全率を入れた先に求めたものが小さければ、

すなわち、維持規格が許す荷重に対して実際にかかる荷

重が大きいときは、基準を満たしていませんので、それは

アウトということになるわけですね。

(質問)ひびがあるときは カーブが変わりますよね、弾性限

界の値も変わりますよね。
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(回答)ひびの大きさがですね、まさにこのカーブがどこま

で下に落ちてくるかによってくるわけです。大きなひびだと

このカーブがダーッと落ちてくるわけですね。流動応力が

これらを足して２で割って得られますが、値自身がダーッと

下がってきますね。そのときに実際にかかっている荷重が

あるわけですね。実際にかかる荷重のほうが許される荷重

より大きい場合にはアウトになりますから、そういうときは修

理・取り替えということに維持規格としては判断基準として

定めていますよということを言っています。

(質問)そういうことじゃなくて、亀裂があるときに弾性限界の

値も、カーブ自身も変わるでしょう。弾性限界の値も下がり

ますよ。

(回答)当然変わります。維持基準も･･･

(質問)あなたそれ運転状態のⅣで言ってませんか。運転

上状態ⅢのＳ１ですよ、今、私が言っているのは。

(回答)運転状態は･･･いずれにしても、まあ、比率が1.39と

か2.77とかいろいろありますけれども、上の状態は比較的

ひびが小さいだろう。下が大きい場合と考えたときに、上

からでてくる場合の許容基準の判断と、下から出てくるのと

は当然 その差の分だけ、比率がありますが、差の分だけ

当然その差が出てきます。そのときに上の状態でかかる荷

重に対して、実際にかかる荷重に対してそれが上回って

いれば、荷重に対して大きいですから、それはＯＫです。

逆に、下のようなケースでかかる荷重が大きくなれば判断

基準のほうが 小さい、荷重が大きくなればアウトということ

になりますから、修理・取り替えしなさいということになりま

す。まさに、ひび割れの大きさに応じて判断するということ

を言っているんで、維持基準というのはひびをすべて認め

ているわけではありません。実際の大きさとか深さとかそう

いったところでカーブが変わってきますからそれに応じて

判断基準というのをきちっと設けて、一定期間、実際にか

かる荷重に対して耐えられなくなるとアウト、それに対して

何度も言っていますように、実際に壊れるのはこれを超え

る場合ですから･･･

(質問)あのね。そやからね 、壊れる、壊れないの判断でや

っているんですよ、維持基準は。

(回答)壊れるというのは、正確に言えば、ひびが拡大して、

広がってしまうということです。それに対して十分な裕度が

ある。何度も言っているように 、山のところを基準にとって

いるわけではありません。これに対して一定の安全率を皆

とっているわけです。微妙なところで設計することはできま

せんから、一定の安全率をとってやっているわけです。

(質問)さっきからもう、堂々巡りになってしまっているんだけ

ど、ここの「設計・建設時のみでなく使用時においても遵守

すべきものであります。」というのは省令６２号の第５条だけ

であって、耐震設計審査指針ではないということだね。

(回答)そうです、はい。省令６２号です。正確に言うと、省

令６２号は地震の関係では５条と９条です。もちろん他の

条文もありますから、全部で３０何条もありますんで。すべ

て、建設段階から全部ありますから、省令６２号全部です。

(質問)「地震力による損壊により公衆に放射線障害を及ぼ

さないように 施設しなければならない。」というところを耐震

設計審査指針に引き寄せて読んだら、この損壊というのは、

Ｓ１に対しては変形が残らない、 2に対しては変形が残っS

ても機能が維持される、その範囲内に収まるというのが損

壊しないという意味なんですけど、維持規格のほうの 損壊

しないというのは破断しないということだと、その違いがある

ということはそれでいいですね。

(回答)はい、それは設計の時の設計思想としては、先ほど

言われたＳ１、Ｓ２に対してそういう材料を選び、そういう構

造設計したものを作りなさいというときの判断基準です。

(質問)省令６２号第５条の損壊により及ぼさないという意味

は、耐震設計審査指針では、Ｓ１に対しては変形が残らな

いという意味だということでいいですね。

(回答)はい。設計としては、そういう考え方でものを設計し

ものを作りなさいということです。

(質問)ひび割れたら、それはもう関係ないということですね。

(回答)ひびに対する固有の評価をしなさいということです。

(質問)維持規格で、維持規格のほうは 破断するという基準

になりますよ、ということですね。

(回答)はい、ひびの評価をしなさいということです。

(質問)ということは 、耐震設計審査指針で作るときはＳ１地

震に対して変形が残らないようにやるけど、ひび割れたら

変形が残ってもよろしい、と。破断しなければいいんだとい

う、そういう基準に変わるんだということですね。

(回答)設備全体のことではなくひびに対する評価のことを

言っています。ひびの評価についてのことを言っています。

(質問)ひびの評価でもいいですよ。要するに、ここで遵守

すべきものは、維持規格で破壊しないというそういう基準

だ、と。維持規格の考え方で言ったら、破壊しなければい

いんだ、ということですよね耐震設計審査指針は破壊以前

の段階ですよ。変形が残らない。変形しても機能が維持さ

れる、と。それが損壊により公衆に影響を及ぼさないという

基準です。まるっきり違う基準、これを我々はダブルスタン

ダードだと言っています。ダブルスタンダードになるんでは

ないですかと言ってるんですよ。ダブルスタンダードになり

ますよね 。

(回答)違いますと言っているんですけど。というのは、何度

もくどいようですが、 1、 2の地震動でも結構ですが、先S S
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ほど言ったように全体応力に対する評価ということで実は

評価されているわけですなんですよね。それをひびの評

価として適用しているわけではありません。我々が言って

いるのは、まずそういうものでものを設計しなさい 、ものを

作りなさいということをまず決めています。そういう基準を満

たした設備においてひびがあったときに、ひびに対する固

有の評価をしなさいといっていて、そういった設計・建設規

格とか の耐震設計審査指針では評価できないわけJEAG

です。ですからひびに対する固有の評価をしなさいという

ことを言っているわけです。

(質問)いや、できるんですよ。変形が残らないという基準で

ひび割れを評価したらいいんですよ。その評価する手法

は今ありませんよ。

(回答)ひびというのは、もしミクロ的に見ればですよ、そこ

の部分は塑性領域になっているわけです。ひびに対して

ある意味ではミクロ評価をするわけですね。破壊評価とい

うのはミクロ評価をするわけですよ。こういう設備の設計指

針、耐震設計審査指針はマクロ評価をするわけですよね 。

マクロの評価の手法をミクロの手法に適用しろと言われて

も、手法が違うわけですからそもそもできないわけですよ

ね。ミクロのものはミクロな手法を適用させるということを言

っているんであって。

(質問)そうだから、基準を変えるということでしょう。

(回答)ミクロな欠陥を評価できる手法を使うということです。

(質問)手法はどうでもいいんですよ。手法ではなくて判断

基準ですよ。

(回答)マクロな評価では判断できませんと言っているんで

す。

(質問)変形が残ってもよいということですね。

(回答)変形が残ってもよいという言い方ではなくて･･･

JSME S NC -(質問)この日本機械学会「設計・建設規格（ 1

2001）」に関する技術評価書（案）は、保安院が出した文

書ですね。「省令62号」の第5条（耐震性）（解説の参考とし

て発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針を呼込

んでいる。）と書いてある。この呼び込んでいるというのは、

省令６２号の第５条というのは耐震性という中身は耐震設

計審査指針と同じだというふうに 解釈していいんですか。

(回答)それは先ほどから言っているように 、設計段階にお

いて に基づいて設計・建設されたものについては、JEAG

省令６２号第５条を満たすものとして我々は扱うと言ってい

るんです。

(質問)それは設計・建設段階ですよね 。設計段階なら耐

震設計審査指針と同じものである、と。呼び込んでいると

いうのはそういう意味なんですね。

(回答)はい。これは抽象的な判断ですから、５条の判断と

して、設計段階で。耐震設計のやり方はいろいろあるのか

もしれません。あるんだけれども、 を用いて設計さJEAG

れたものについてはこの５条を満たすということで我々は

判断しますということを言っています。

(質問)省令６２号の第５条と耐震設計審査指針とは同等の

ものだということですね。

(回答)設計段階においてはそうです。設計段階で活用す

る基準としてはこれです。

(質問)その次は、先ほどに戻るんだけど、ずっと遵守すべ

き、使用時においても遵守すべきというものに、この省令６

２号というのが入っているわけですね。そうするとどうなるの

かなということになるんです。

(回答 )第５条 の解 釈として設計段階のときの評価では、

の4601を使います。それを満たして作られたもののJEAG

うちひびがあったものについては、維持規格で評価をしま

すというこういうことです。

(質問)要するに動き出した後と、動き出す前とで基準が違

うということを言っているんでしょう。

(回答)評価の手法が違うということです。

(質問)基準が違うということでしょう。評価の手法ではなくて。

(回答)基準が違うというのは･･･ひびに対する判断基準と

いうのは前にはありませんから･･･

(質問)あなたが何度もおっしゃったように 、耐震設計審査

指針というのは設計・建設時である。と。

(回答) 4601を見て頂いたらわかりますように、あそこJEAG

では、どういう荷重があるかと、荷重の組み合わせと許容

応力の計算式が書いてあるわけですよね。

(質問)具体的には耐震設計審査指針でやっているわけで

しょう。

(回答)耐震設計審査指針では抽象的な文言しか言ってい

ない。それを具体化するのに 4601がある。 46JEAG JEAG

01の判断基準というのは告示５０１号と基本的には同じな

んです。その違いは地震力と組み合わせることだけなんで

すね。厳密に言うと少し違うところもありますが、判断基準

は基本的には同じなんです。マクロな設計判断の基準の

考え方を体系的に整理されたものが設計・建設規格です。

(質問)答弁をまとめますね。次へもう行きたいんで。省令６

２号第５条の「損壊により放射線障害を及ぼさない」という

のは、設計・建設段階においては耐震設計審査指針及び

告示５０１号でマクロな基準によって満たす必要がある。供

用期間中においては 、ひび割れが入らない限りはそれで

いいですね。入ったら、それは適用できないので、維持規
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格でもって破断しないという基準を適用するんだということ

でよろしいですね。

(回答)まあ、単純に言えばそういうことです。

(質問)単純じゃなくて、そういうふうにさっきから答えられて

いるんですよ。ということは、破断しないという基準でやっ

ている。他方では、設計のときに、変形が残らないもしくは

変形しても機能が維持される、これを満たすように 設計し

作りなさいよと言っている。地震は、設計し作ったときに起

こるんですか。それとも、４０年間どこで起きてもおかしくな

いですね。ひび割れてぼろぼろの状態で地震が来るとい

う場合が往々にしてありえますね。そのときは、変形しては

ならない、変形しても機能が維持されるという基準は満た

さなくてもいいので、判断基準としては破断しなければい

いんだ、と。維持基準で判断したらいいんだと、こういうふう

に考えられたんですよね 。これを我々はダブルスタンダー

ドだと言ってます。

(回答)破断というのは、欠陥とかひび割れに対しての評価

だけを言っています。ひびに対する評価しか言っていませ

ん。設備全体の評価については 言っていません。なぜか

というと、ひびの評価をしているわけですから。

(質問)だから、維持規格というのはひびの･･･

(回答)胃が痛いというときに頭の検査をしてもしようがない

わけですから。

(質問)我々は人間ですから、人間としての生活が胃が痛

いことによって維持されるかどうかが問題なんですよ。胃の

細胞がどうなっているかということよりは 健康な生活ができ

るかどうかが問題なんですよ。

(回答)ですから、胃が痛いときに胃の検査をするのと同じ

ように、ひびがあれば、ひびの評価をしなくちゃいけない。

(質問)違いますよ。胃が痛くてもね、頭に痛みがあるときも

あるんですよ。医学では、ガンがここにできていてもね 、痛

みが別のここに生じるときがあるんですよ。あなたはご存じ

ないから言いますけどね、ここに癌巣があってもここが痛

むことはあるんですよ。別のところが痛むことがあるんです

よ。胃とは別のところが痛んで胃ガンが発見されることもあ

るんですよ。だから言っているんですよ。ひびが起きた。ひ

び割れのところだけ見取ったらいいんだということではなく、

全体として安全が確保されなければいけない。そのために

耐震設計審査指針は変形が残ったらいけない。変形して

機能が維持されなかったら、炉心を冷やすことはできませ

んよということで、そういう指針があるわけですよ。全体を見

てやっているのが指針ですよ。それは設計し作ったときだ

けじゃなくて、地震はいつ来るかわからない、いつどんな

状態でも指針の条件を満たさないといけないというのが指

針の考え方ですよ。ひび割れが入ったら、ひび割れけ見と

ったらいい、維持基準でひび割れだけ見とったらいいとい

うのであれば、それは耐震設計審査指針の耐震性は確保

されないんではないですかと言っているんですよ。その整

合性を検討する必要があるでしょうといったら、整合性を検

討する必要はありませんというのがあなた方の回答でした。

使う場面が違うから、と。

(回答)こういう形で言うのは正確かどうかわかりませんが、

パイプ にひびがありました。設備のほかのところは全部健

全でした。１個傷がありました。評価したら傷はびた一文動

きません、動いても止まりますという評価ができました。そ

のとき設備はどうですか。他は大丈夫ですから、ＯＫです

よね。ひびは何も悪さをしないわけです。そうしたら、今言

われた機能の維持とか、設備の安全性というのは確保され

ているんではありませんか。

(質問)それは、あなた方はひびだけ見ているんですよ。マ

クロに変形が残って、変形がどのように影響するかを見て

いないでしょう。マクロな変形ですよ。傷が全くなくても変

形はするんですよ。傷があっても、進展しなくても、変形は

残るんです。

(回答)それは維持規格とは別の話で、別のところで曲がる

かもしれないという話をされているわけですね。

(質問)いやいや、傷のある部位のそこら辺でですよ。

(回答)傷のところを見たときにＳ１だろうが、あるいはＳ２に

対して傷が動きません、動いても止まりますという評価がで

きれば、荷重に対してひびは悪さをしないということになり

ますよね 。そういう評価をするわけです、維持規格では。そ

のときにひび自身が問題がなければ、他のところはひびが

ないわけですから、元々問題ないわけです、耐震設計審

査指針で作られているわけですから。となれば、全体とし

ては耐震性はマクロに見れば確保されているということに

なるのではありませんか。

(質問)そういうふうに 見るわけですか。亀裂が進展しなけ

れば、耐震設計審査指針が満たされている、と。

(回答)傷の評価しかしませんので、維持基準でもって他の

の機能があるかどうかまで維持基準が評価するものECCS

ではありませんから。

(質問)亀裂が進展しないということを確認できたら、耐震設

計審査指針は満たされているという、そういう評価ですね。

亀裂が進 展しなければ、耐震設計審査指針の要求事項

は満たしている。だから、整合性はある、と。今初めて私は

聞いたんですけどそれでいいですね。

(回答)エーッと。そういうことを言っているんではなくて、こう

いうふうに数字が変わってくるわけです。

(質問)亀裂の大きさによって、それは変わりますよ。そうい

う場合に、地震が起きても亀裂が進展しないということを確

認したら、耐震設計審査指針のこの条件は全部クリアされ
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ているということですね。

(回答)傷以外のところということになるんでしょうかね。傷は

先ほど言ったように、マクロな弾性評価はできませんと先

生もおっしゃっていましたから。だから、それに対して満た

しているというのは、私もそれは違うだろうなと思います。

(質問)亀裂があるような状態で、塑性変形が残るかどうかと

いうような研究は見たことがないんで。しかし、私はね、亀

裂がないよりは 、亀裂があるところのほうが 変形は残りやす

いと思いますよ、亀裂が進展しなくても。実験したらすぐわ

かることだと思いますけれども。だから言っているんです。

あなたね、亀裂が進展しなければ・・・

(回答)誤解のないように言っておきますと、先ほどちょっと

単純化して言いましたが、正確に言えば、傷があるかどう

かということで、傷の評価をすると先ほど言いました。破壊

評価で、維持規格で評価することができます。ただ、その

当該部材の全体の材料特性はまさにこの図に書いて頂い

たように、全体的にはこういうふうに 下がってくるわけです

よね。下がってきます 。下がれば、これに対しても実は設

計段階においても、Ｓ１、Ｓ２との関係で、設計基準を満た

しているかどうかということは当然課題になってくるわけで

す。それは当然、実際はこれ、設計基準ぎりぎりのところで

作られているわけではありませんで、裕度がありますので、

通常それで設計基準を下回るというようなことは原則的に

はないと思いますけれども、考え方としては、おっしゃって

いるように、これはすこし動きますから、最初に作ったとき

の状態と比べますと、ひび割れがあったときのカーブが全

体として下がっていますので、工学的には設備の傷がある

ことによって全体の引張強さのカーブが変わってきますか

らそういう意味では、特性が異なっていますよ、と。全く同

じ状態であるということを私は言っているわけではありませ

ん。欠陥の評価ということで欠陥を評価することはできます

よということを申し上げています。話を単純化されてしまうと

ですね。単純化して言えば、傷がちゃんと大丈夫なら設備

は基本的には大丈夫だと単純には言えるかもしれません

が、ただ、工学的にはこういう事象がありますので、もうちょ

っと厳密な言い方をしないとそれは誤解を招きますから。

わかりやすい言い方をすれば今言ったような言い方になる

のかもしれませんが、厳密に言えば、先生が示して頂いて

いるような、こういうことで、きちっと言わないと不正確だと

いうことになってしまいますんで。

(質問)それは不正確ですね。まあ、亀裂が進展しなければ

という話は置いておきますわ、ね。もっと聞きたいことがあ

るので。

(回答)はい。

(質問)ひび割れがあっても耐震性に影響がないというのを

この防災科学技術研究所と国立防災科学技術センター の

実験結果で示されていますけど、この実験結果には減肉

の評価等も入りますよね。維持規格で欠陥とおっしゃって

いるのは、ひびだけですよね。

(回答)はい。

(質問)この実験データを見ますとね、減肉がエルボ部にあ

る場合、耐震性の固有周期に対する影響は結構あるんで

すよね、５％とか８％とか。

(回答)そんなにはなかったと･･･

(質問)あるんですよ。エルボ部に１箇所に減肉がある場合

と、２箇所に減肉がある場合とで、連成しあうと書いてある

んですよね。５％と８％をあわせて１３％ぐらい固有周期が

変わっているんですよ。いろんな箇所に減肉があったらそ

れらが 互いに連成しあう。それも水平動という単純な地震

動を加えた解析によって明らかになっているわけです。減

肉についてはどうも影響がありそうだということで、今、５カ

年計画で実験を継続していますよね 。その結果が出てくる

のは平成１７年度ですよね。そういうことからすると、減肉と

かいろんな欠陥の効果というのは、今、検討中であるという

ふうに評価してもよろしいですよね。減肉による耐震性へ

の影響については、こういうちょっとした実験でも確認され

ているというのでいいですね。ひび割れがある部分につい

て固有周期に対する影響はほとんどない。これは直管部

のところにひび割れを起こした場合の実験結果です。直

管部は確かに破面がひっついていますからね。だから、影

響は少ないでしょう、マクロな影響としてはね。ただ、エル

ボとか曲がっているところについては、そこが一番応力が

大きいのでどうなるかというのを見たい。ところがそこに 亀

裂を入れると、解析が困難であり計測が困難だからやって

ないと書いてある。やる計画もない。そうしたら、やらない

かんのじゃないですか、そこは。そういう意味からすると、

亀裂や減肉、もう一つ我々が問題にしているのは、本来パ

イプは長周期です。それを無理矢理短周期にしています

よね、取り付け具でね。剛構造に無理矢理しています。と

いうことは取り付け具が緩んだり、地震のときに破断したり

したら、固有周期が何倍にも大きくなりますよね。ということ

は耐震性に対する影響というのは、亀裂が起こったら、そ

こだけ見とったらいかんのですよね 。系統全体を見ないか

んですよね 。維持規格というのは、亀裂があった、亀裂だ

けについての規格です。ほかとの関係は全然無視してい

ますよね 。こんなんでいいんですか。

(回答)まず、取り付け具が緩むかどうか 、これは当然緩ん

ではいけませんから、日常点検できちっと点検をして緩ま

ないようにする。これは維持規格とは別の問題です。それ

から、減肉については維持規格に評価はありませんから。

減肉については、減肉に対する個別の評価をせざるを得

ないと思います。維持規格については応力腐食割れと疲

労亀裂しか評価していませんから。それ以外の欠陥につ

いては維持規格を適用できません。維持規格で議論する
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ことはできません。ですから、減肉は、減肉に対する個別

の知見に基づいた評価をせざるを得ないと思います。

(質問)ということは、減肉があるような配管系で亀裂があっ

たら、亀裂の維持規格は適用できないということになります

ね。

(回答)いや、組み合わせの問題があります。減肉に対して

は厚みの部分が減っていますから、その厚みが減ったとい

う構造強度に対しての評価はできます。

(質問)そういう減肉があったり、複数箇所で亀裂があったり

した場合に、いわゆる応答応力ですよ。地震 に対する応

答応力が想定より大きくなる可能性があるんですよ。固有

周期が長くなったらね。そういう評価がここには入ってない

んですよ。ひび割れが全くないという、構造が健全であると

いうことをベースにして応答応力を求めて、そのまま維持

規格に代入してやっていますよね 。ここで問題にしたかっ

たのは、ひび割れが入っている、もしくはいろんな欠陥が

ある、そういうものに対する地震動の応答応力をちゃんと

解析するシステムができていなければ、ひび割れが地震

に耐えられるかどうかを評価できないのではないか、応答

応力を過小評価するのではないですか、そういう問題提

起をしているんですよ。そういうものに対して、あなた方の

回答で引用された二つの実験では、減肉があったら確か

に影響がありますよ、複数箇所に減肉があったらそれらが

連成しあいますよ、そういうようなことをちゃんとデータとし

て出しているんですよ。それをさらに研究している。５カ年

計画でやっていますよね 。ひび割れのところだけを見とっ

たらあかんので、全体として地震のときに連成しあう効果を

見ないと過小評価になりますよというのが実験データでし

ょう。あなた方はそういうデータを見てないんじゃないです

か。それを教訓にしているんだったら、地震力に対する応

答応力を過小評価しないように 、そういう解析ね、連成す

る可能性を見て、Ｓ１および Ｓ２の地震力に何倍かするとか

ね、そういうような評価をしないといけないでしょう。それを

あなた方はやっていないじゃないですか。

(回答)維持規格は欠陥の評価です。今言った減肉につい

ては供用期間中検査とか、減肉するような頃の状態という

のはわかってますから、それは減肉測定をちゃんとやって

いるわけですよ。サポートにガタがくるかというのは、事業

者主体ですけれども、大事なものは見てますけれども、基

本的にはガタがないかとか 、調整したが大丈夫かとか、何

でもかんでも重なることを考えてもらっては困る。確かに先

ほど、耐震設計審査指針とか告示５０１号は建設時に適用

する基準ですけれども、あの中には、ご存じの通り、熱サイ

クルとか色々ありまして、プラント寿命中、たとえば６０年な

ら６０年のサーマルサイクル で一体どういった疲労がかか

るかというのを見ているし、配管の肉厚もね、予備肉厚とい

って買ってきたときの肉厚ではなくて、ある程度減肉とか、

体積で削ったところの薄くなったところとか、それのやつで、

建設期間中に確かに評価しますけど、地震はいつ来るか

わからないんで、寿命期間中を通して、６０年とか４０年持

つための設計をしているんです。それはそういうところでや

っていて、これはそういうところで抜けている、実際に検査

の規格がなかったわけですから、検査の規格と、検査した

ときに万が一傷 とかが見つかった場合に、評価に値する

傷かどうか、これが破壊に至るような、不安定な傷かどうか

の基準がなかったものですから、それを追加的につけたの

が維持規格です。

(質問)そうですよ。維持規格で評価する応力、応力を評価

するのにＳ１地震動とかＳ２地震動とかによる応答応力。

(回答)それは、あくまでも、耐震設計とか告示５０１とかの基

準の話ですよ。それはプラント６０年に対して余裕を見て、

建設時に最初にやっているわけですよ。いいとこ取りして

悪い条件を重ねてどうこうと言う議論はないと思いますよ。

(質問)あなたは、たぶんご存じだと思うんですけど。構造が

あって、質点系のモデルで振動解析しますよね。ひび割

れがないという前提ですよ。固有周期がいくらということに

基づいて振動の応答応力を想定しています。あれはひび

割れが全くないという想定ですよ。ひび割れが入っている、

もしくは他のところで減肉がある、他のエルボ部にひび割

れがある、そういう状況の下では、このひび割れのここにつ

いての応答応力は変わってくるんですよね 。振動の仕方

が変わってきますからね 。だから、その振動の応答応力が

構造解析による値よりも大きくなる可能性が高いんですよ。

(回答)それはひび割れの程度問題ですよね 。

(質問)ひび割れだけじゃなくて 、エルボ部の減肉とかね。

あなた方は１００％、支持部が絶対緩まないということを確

信を持っておっしゃいましたけど、それは絶対ないと思うん

ですよ、６０年の間でね。そういう意味からするとそういう総

合的な影響が出てくるんですよ、このひび割れのところに、

応答応力の評価で。その応答応力を構造解析のときの応

答応力をそのまま持ってきたんじゃあ、これは過小評価に

なりますよというのがここの質問なんですよ。あなた方はそ

れに対して、直管部のひび割れの固有周期への影響はな

かったとからいいんだということだけを言われているんです

けど、あの実験報告書の中では、他の場所での減肉がこ

こに影響しますよとちゃんと書いてあるんです。あなた方は

それに全然触れてないじゃないですか。ということは、読ん

だけれども理解できなかったんじゃないかなと、もしくは意

図的に隠したんですかねぇ。

(回答)減肉は減肉で別に手当てしているわけですよ。

(質問)いや、違いますよ。ひび割れの評価のときに減肉が

影響しますよということなんです。固有周期が変わるんで

すよ。減肉を評価するというんじゃないんですよ、ひび割

れを評価するときに減肉が影響しますよということです。も
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っと言えば、他で減肉が見つかったら、維持規格でひび

割れの評価ができなくなるんですよ、あなた方の論理から

言っても。ひび割れしか見てないでしょう。減肉があったら

評価できません。

(回答)減肉は、だから、減肉で見ています。

(質問)減肉を見ていたらいいんじゃないですよ。

(回答)それがないことを確認しているわけですよ。

(質問)ないという前提でしょう。あったら、適用できないで

すね。

(回答)減肉に対しては、減肉してもいいように 、設計段階

で一定ののりしろを設計段階で考慮しているわけですね。

(質問)そういう問題じゃないんです。耐震性というのは、余

裕を持ったら、余裕を持った状態での固有周期なんです。

そこから減肉したら固有周期が変わるんですよ。

(回答)実験結果のほうは、相当な亀裂を見ているわけです

ね。たとえば、深さが厚さの約半分ですね、それを２箇所

入れるとか、厚さの半分で全周に亀裂を入れるとか。こうい

うのはものすごい、維持規格で言えば、場合によってはア

ウトになるような 例です。

(質問)小さな亀裂でも、減肉でもいいですよ、実験をやっ

たらいいじゃないですか。

(回答)相当深い傷においても固有周期への影響がない。

これは、参考程度かもしれませんけれども、通常考えられ

る地震動を入力してやっているわけですよね。

(質問)いいえ、やってません。一次元の入力です。

(回答)次元というのではありません。

(質問)パイプというのは軽いんですか。重いんですよね 。

振動解析するときに重力というのは非常に影響が大きい

んです。

(回答)自重があるということを否定しませんが、建物のよう

なものを比べたときの評価と同じようには評価できないと思

いますが･･･

(質問)あのね、１次元の方向だけじゃなくて 、縦方向も含

めてね、そういう振動の実験を本当はやらないといけない

んですよ。

(回答)パイプが放っておくと自重でへこむかもしれんという

ような、近いようなことをおっしゃっていませんか。

(質問)いや、違いますよ。こういうもので重ければ、こう揺れ

るのと、こう揺れるのとは 違うんですよ。重力が常に係って

いるときの振動のモードと、こういう横の方向の振動のモー

ドとは違うんです。これはね、振動学のイロハですよ。振動

解析の外力をどうするかというそういう話ですよ。配管は３

次元ですが、入力振動は１次元ですよ。だから、こういう方

向の振動を与えないかんのですよ、本当は。

(回答)たぶん、亀裂にとって引っ張りが一番きつい方向を

選んでいるんですよ。

(質問)それはわからない。振動の仕方によって加わる応力

は違うんですよ。それでね、亀裂で一番厳しいのがエルボ

部とかですが、そこは解析が難しいから亀裂を入れてない

んですよ。本人自身が書いているんですよ、そういうふうに 。

(回答)その代わり厳しい亀裂を選んでるんではないですか。

(質問)それはない。

(回答)だって、単純なモデルでないと合わないんですよ、

こういう実験というのは、理屈とね。

(質問)一番亀裂が入りやすいのは直管部ですか、それとも

エルボ部ですか。エルボ部でしょう。

(回答)通常起こる地震の２倍、こういうのは起きませんよね 、

それを数回やって壊れたと言ってるんです、最終的な本

当の破壊という意味ではですね。

(質問)通常起こる地震といって、そこでやっているのは、マ

グニチュード６．５の直下地震、10 離れたところの直下km

地震ですよ。直下地震というのは普通は原発の直下です

よ。ところが、震央距離７ 離れたところに置いているんkm

ですよ。ご存じでしょう。本当に原発の直下で起きたら、も

っと浅いところで起きるんです。それを離して置いてやって

いるのが今の耐震設計の地震波ですよ。そういうマグニチ

ュード６．５の地震波を入れている、１次元だけで。

(回答)耐 震は、断層の上に作らないように 実用的に選ぶ

わけですよね 。

(質問)断層の見つかっていないところにマグニチュード７

の地震が起きているんですよ。茂木さんの記事があるけど、

マグニチュード８の直下地震が浜岡で起きる、と。

(回答)アノーッ、すみません。地震の専門家はまた別途お

りますので･･･いい加減なことを言うと･･･

(質問)マグニチュード７クラスの地震はどこで起きてもおか

しくないと、地表に何もなくても起きる可能性がある。これ

はね、測地審議会報告書に書いてあるんですよ。それに

基づいて自治体は防災対策をやっているんですよ。原発

だけはそれを採用しないんです。マグニチュード６．５にし

ている。マグニチュード６．５とマグニチュード７とでどれぐら

いエネルギーレベルが違うと思いますか。

(回答)対数で効いてきますからね 。

(質問)２倍、その程度ですか？

(回答)０．５ですからね 。０.５というのは２倍くらいじゃない
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ですかね。３．なんぼです。

(質問)違うでしょう。２の２．５乗でしょう（後で計算すると約５．

７倍）。それが10 離れるんではなくて、直下で起きる場km

合。そうしたら全然違うんですよ、影響が。あなたが、通常

の地震の２倍と言われたから言ったんですけれども。耐震

設計そのものにも問題がありますよ。我々は今、それを敢

えて言わずに置いていますけどね。地震によって、固有周

期がどのように 変わるか、ひび割れがある場合、減肉があ

る場合、支持具が緩んでいる場合、いろんなケースがある

わけですよ。あなた方は、ひび割れは起きるかもしれない

けれども、減肉がない状態を確認して適用するんだとおっ

しゃいましたよね。

(回答)違いますよ。減肉は減肉を想定して、設計段階での

りしろを･･･

(質問)今はのりしろがどうのこうのではなくて、耐震性の振

動に対する影響ですよ。肉厚が１０でよいのに２０もってい

た。２０あるだけの固有周期になっているんですよ、最初は

ね。それで応答応力を評価します。それが半分に減った。

減肉としてはいいかもしれないけれど、その影響は、応答

応力に影響してくるんですよ。減肉は、減肉に対してはい

いかもしれないけれども、ひび割れに対しては応答応力が

変わってくるんですよ。あなた方はね、ひび割れがあった

らひびだけ、減肉があったら減肉だけ言っていますけど、

連成しあうんですよ。ひび割れを評価する際に遠く離れた

減肉が影響するんですよ。それを示したのが、あの実験じ

ゃないですか。あなた方は「影響がない」と書いたその報

告書の中に、「影響が出ますよ」と書いてあるじゃないです

か。だから、研究しないといけないよということで、金をもら

ってきて、今研究しているんじゃないですか。

(回答)・・・・

(質問)これは虚偽の答弁に近いですね。

(質問)防災研の研究結果の報告書がこうでしたといって、

しかも、都合のいいところだけ引っ張り出してこうですよと

いう話をしているんですよ。保安院が規制当局だったらで

すよ、たとえば、防災研のやった実験そのものがね、どれ

だけ正しいのかということをね、独自に判断しないといけな

いですよ。さっきの話で、マグニチュード６．５の直下地震

を仮定していると言うんだけれども、しかも、それは震央距

離を７ も離れたところに置いているとかね、直下地震km

がマグニチュード６．５に止まるというようなね、現在の知識

では地震関係者の間でもう全部否定されてしまっているん

ですよ。マグニチュード７．２ぐらいまでは十分起こりうると

いうことが明らかになっているわけでしょう。たとえば、そう

いうマグニチュード６．５という記述があれば、それは一体

正しいのかどうかね、国民の安全を守るという立場から考

えたらね、そういう考え方でやっている実験が正しいのか

どうかというのを判断するのが規制当局の役割ではないん

ですか。ところが、あなた方の話を聞いたら、防災研では

そういっています、だから大丈夫です、こう言っているんで

す。他人の報告書で、他人のふんどしで 相撲を取るときは

ね、少なくとも、クロスチェックをしなければいけないですよ。

一つだけでの実験ではなくて、他の、それとは独立の機関

が行った実験結果を持ってきてね、それが同一の結論に

なっているということを検討するというのが極めて常識的な

やり方ですよ。ところが、あなた方のやり方はね、防災研で

こういう報告が出ました、はいそうです、といっているわけ

です。たとえば、さきほど茂木さんの話が出ましたが、茂木

さんの言うことをを「はいそうです」とは受け入れないでしょ

う。

(回答)国立防災科学技術研究所は、名前の通り、国の研

究機関で、それなりの 防災に関する･･･

(質問)この回答は悪質ですよ。

(質問)茂木さんだって、かつての地震防災対策強化地域

判定会の会長ですよ、そういう意味で言えば。何も国立の

研究所だからといってね、やっていることが 正しいとは限ら

ないんですよ。

(回答)それは、もちろんそうですよ。試験の前提データも、

中身は大部な報告書になっていますのでね･･･

(質問)だけど、保安院というのはその中身をちゃんと検討

する義務があるんじゃないんですか。国民の立場に立っ

てそれが正しいかどうか 、一つ一つチェックする義務があ

るんじゃないんですか。

(回答)我々も、もちろん、そういういろんなものを活用して、

国内の大学なりの研究データを見て評価しています。

(質問)だけど、ここに書いてある限り、防災研のデータしか

出してないじゃないですか。

(回答)そもそも、防災科学技術センターというのは防災研

究のために国が作った機関ですから。確かに、絶対間違

いないとは私も保証できませんけれども。

(質問)だけど、実験内容を見ればこの回答は間違っている

でしょう。

(回答)実験データは、先ほども言いました実験内容に対し

て、固有振動数に変化がないということを具体的に示して

いるわけですから。

(質問)だけど、それは特殊な条件のときだけじゃないです

か。そういうことが 一般に成り立つかどうかをちゃんと検討

することが保安院の役割でしょう。そういうことができる能力

を持っていないといけないわけでしょう。当然持ってるわけ

ですよね 。もってても、やってないわけですよ、能力がある

のに。ないしはないのか知らないけど。規制当局というの

は、たとえ国立の研究機関であってもですよ、出てきた実
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験結果が本当に国民の安全を考えた場合に、それでいい

のかどうかということをね、詳細にわたって検討する義務が

あるはずですよ。

(回答)もちろん、そういうことをちゃんとしないといけないと

思いますね。

(質問)しかも、そのときに、皆さんが指摘しているようにね、

質問状の３で言いましたようにね、いわば不都合なことは

一切無視しているじゃないですか。

(回答)不都合なこと･･･

(質問)隠しているじゃないか。

(回答)隠しているんじゃなくて、研究の課題としてそういうこ

とが指定してあるということは我々も認識しています、それ

は。

(質問)そのことを認識していたら、こんな結論は出てこない

ですよ。

(回答)まず、一番大きなこの傷に対してはですね、固有周

期が独立指標として評価できるということが明確に書かれ

ているわけですよね。

(質問)それは特別な場合ですよ。

(回答)それを特別な場合というのか･･･

(質問)防災研のやつ、１９８９年のやつには、１本の傷があ

る場合にはそうかも知れないけど、複数箇所の傷がある場

合には連成しあう可能性があると指摘されていますよね 。

それは無視されたんですか。普通、ひび割れが起こるとい

うのは、１箇所だけにきれいに起こるんではなくて 、複数の

亀裂が･･･

(回答)複数の亀裂ということは、二つ２体、先ほど言ったよ

うに・・・

(質問)違いますよ。複数のひびがあるときには連成しあう

可能性があると、ちゃんと指摘してありますよ、１９８９年の

やつには。まあ、よく見て下さい、頭を冷やして。最近のや

つには減肉が評価してあって、減肉は連成しあう、と。エ

ルボ部については、解析が難しいからやっていません、と。

原発で一番問題になるのはエルボ部でしょう。

(回答)エルボ部も重要な･･･別に、どこがどうというわけで

はありませんが。

(質問)特別研究でエルボ部に傷を入れてちゃんと解析し

てくれと、その結果が出るまでは維持規格はちょっと凍結

する、と。少なくとも、５ヶ年計画の終わる平成１７年まで。

(回答)知見をいろいろ反映することはあると思います。

(質問)反映ではなくて 、確証されていないのにやられては

困るんですよ。これまで、現地でも何を言っているかと言え

ば、「新品であることを定期検査のたびに確認しています」

と現地で言っているんですよ、住民の人、みんなに。今日

は現地から来ておられますよ。聞いて下さい。電力会社が

どう言っていたか。「新品にして動かしますから、認めて下

さい」とこれまでからずっと言ってきたわけですよ。維持規

格の議論はまた、別ですよ。地元の人にそう言うててね、

ひび割れがあっても、そのまま、今、維持規格でやろうとし

ているんですけど。これまで、そういう形でひび割れがない

状態でやりますと言うて来たやつが、ひび割れたまま動か

します、と。しかし、実験的なデータとしてはまだ未完成で

すと言って、住民に動かさせて下さいと言って、通りますか。

そういう説明をして下さいよ、現地で。「エルボ部にひび割

れがある場合の影響については、まだ実験ができていま

せん。実 験が難しいんですわ。それでも動かさせて下さ

い。」と言えますか。「我々はまだ実験的には未完成で減

肉の影響を今、５カ年計画でやっています。だけど維持規

格をやらせて下さい。」と言って下さいよ。

(回答)それはちょっと極端です。

(質問)あなた方の作られた回答の報告書の中に、減肉の

影響は大であると書いてあるんですよ。連成しあうという結

論も。

(質問)私、浜岡の隣の町から来ているんですけどね。今、

４号炉の立ち上がりというのが、中部電力の職員が４２０人

だか、雁首を揃えて私どもの町を説明して歩いているんで

す。多少それるかも知れませんけども、去年、シュラウドの

ひび割れが６７箇所かあると発表されて、先月４日に保安

院が５年後になってもこのひび割れは大丈夫だからという

ことの発表をして、中部電力は鬼の首でも取ったかのよう

な格好で、保安院が大丈夫、国が大丈夫だと言うからとい

って、今回っているんですよ。ところが、５年後に大丈夫だ

ということを誰が決めたのか、素人の我々は知りませんわ

ね。一般の食料、私も食品関係をやっていますけど、食品

関係で１０年飲んでも命には関係ありませんよというような

証明が仮に出ても、その製品は売れませんわね。ところが、

６７箇所シュラウドのひび割れがあって５年も大丈夫だと言

うようなことを住民の人が納得しますか。国が大丈夫だと言

っているからということでやっているのが現状です。今、私

たちの町を歩いています 。５年後に果たして大丈夫かどう

かというのは結果を見ないとわからないでしょう。５年以内

に、東海大地震がもし来たという想定になると、マグニチュ

ード８ぐらいのことになる。茂木先生がおっしゃっています 。

マグニチュード６．５で大丈夫だっていうが、８が来るという。

大丈夫ですか。そこら辺の責任が、じゃ、仮に、国が大丈

夫というのが、３人か５人死んだら想定外だということで 済

むかも知れないが、何万人という人が死んだ場合には、誰

が責任を負いますか。責任の所持をちょっと言って下さい。

(回答)まず、シュラウドの件ですが、シュラウドというのは鉄
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の大きな円筒形のものです。したがって、これにひびがあ

った場合の固有周期の変動というのは、今手元に資料が

ありませんが、評価をしております。それは数％の範囲内

です。数字はわかりませんが、確か結論的には、その変動

幅というのはごくわずかなので、共振周波数の変動に対す

る考慮は必要ないという結論を確かしていたと思います。５

年間大丈夫というような評価をしたというご指摘ですが、あ

れは、今、６７箇所と言われましたけど、浜岡４号機の場合

は、シュラウドというのは板を曲げまして、これを溶接して

輪切りのようなものを積み上げていくような形にしまして、

その間を溶接でつないでいくという形をとっています。で、

こういうドンガラを作っているわけですね。その溶接する周

方向といって、円筒の断面方向のところにひび割れが６０

何箇所かあってというようなことが 見つかったわけです。そ

れで、我々の評価はですね、周方向にいろいろひび割れ

があったので、全周にわたるひびわれがあるということにし

ましょう、と。点、点、点のひびなんですけど、それが全部

つながっていると、円周方向全部一様のひびで、もちろん

深さも測っておりますから、深さを、平均深さですか、ない

ところもありますので、平均深さでも保守的になると思いま

すので、こういう上から断面でみますと内側から一定深さ

のひびが入っているという仮定をします。じゃあ、５年後に

どの程度ひびが大きくなりますかと･･･

(質問)新聞なんかを見ますと、厚みが４５ｍｍぐらいのもの

で、2 3ぐらいまでになっても大丈夫だというような表現をし/

ている。だけど、2 3までひび割れして大丈夫だという感覚/

がね。立ち上げたいというやきもきした気分はわからないこ

とはないですけど。住民感情として、「ああ、いいですわ」と

納得するような返事はできませんわね。

(回答)2 3といえば、確かに、おっしゃるように、計算上は確/

かにそうなってきます。シュラウドに傷があって、５年後にど

の程度大きくなるかということを見ているんですね。シュラ

ウドはこういうドンガラですから、ドンガラがしっかりもってな

くちゃいけません。地震に対しても、ヘシャゲたり、曲がっ

たりしてはいけませんから、そのために必要な断面積が一

体どれだけ必要かということを計算で出すわけです。それ

に対しては、もちろん、地震力も考慮して大きな地震が来

たとしても、もつためにどれだけの面積が必要ですかとい

うのを計算したのが、2 3かどうか具体的な数字は忘れまし/

たけれども、半分近くまでなくとも大丈夫だというのが、計

算したら出てきます。それに対して、そういう面積まで亀裂

が進展するためには、確か５年じゃなくて、１０年とか相当

長期間になって初めてなります。したがって、その手前の５

年間はまだ十分余裕がありますから大丈夫ですよという評

価をしたと思います。ただ、５年間大丈夫だといっても、何

もしなくていいというものではありませんで、５年間の間に、

もし、そのまま継続して運転するのならば 、たとえば、翌年

とか、あるいは２年置きとか、一定の期間ごとに検査をして、

ひびがどの程度進展して本当に予想通りになっているか

ということを見なさいと言っています。それじゃあ、シュラウ

ドが何でそんなに、元々、私もちょっと数字を忘れてしまっ

て、覚えていませんけど、厚いかというと、たぶん、シュラウ

ド自身の機能でしたら、たぶんそんなに厚い板で作る必要

は実はないんだ、と。たぶん、これは、実際、ああいうドン

ガラを工場で作って現地へ持っていきます。そうすると立

っているだけの必要な断面積ですと、横にしたりなんかトラ

ックに乗せて運ばないかんわけですね。そうすると、薄いと、

こうヒシャゲたりする可能性がありますし、つり上げたり、現

にシュラウドはつり上げて置くわけですね、ですから、そう

いう動かしたり何かするために、やはり一定の厚みがない

と、それが変形したりすると困りますから、だからあれだけ

の、通常シュラウドとしての機能よりも相当程度大きい厚み

を持っているんだと思います。現にシュラウドというのはトラ

ックで運ぶというのはダーッとものすごい振動が来るわけな

んですね。元々、あんな鉄のドンガラというのは･･･

(質問)そんなね、ぐちゃぐちゃしたことをね・・・じゃあ、ちょ

っと二つだけ聞きますね。あなた方はね、日本の原発の安

全規制は世界標準を遙かに上回る世界一厳しいものであ

り、常に新品同様に整備しているから安全であると説明し

てきましたね。それからね 、去年の１０月にね、東京電力の

広報計画課ではこう言っている。現行法では、運転中の原

子力プラントは常に設計段階の状態を維持しなければな

らず、安全上全く問題がない傷であっても、あってはなら

ないことになっています。これはね、今のあなたの話したこ

とと違うでしょう。まず、最初にね、そのウソの責任をまずと

って下さいよ。

(回答)ウソというか、私ども公務員ですので、法律の施行

規定、法律に基づいた規制をしていますから、規制は法

律に則ってやっております。そういう意味で、電気事業法

とか、原子炉等規制法の仕組みというのは、まあ、去年は

確かに、不正問題がありまして改正をして見直しをしてお

りますが、基本的には法律に基づいてやっております。私

ども法律に則って従ってやっておりますので、それを世界

最高水準と言ったかどうかというのは･･･

(質問)そんなのいつも言っていたじゃないですか。短期間

の中であなた方の主張がそんなに大きく変わったんです

から、まず、その責任をとって下さいよ。それが筋というも

のでしょう。

(回答)そこまで言ったことは 恐らくなかったんじゃないかと

思います。最高水準というのは何をもって言われるのかわ

かりませんけれども。

(質問)地元では、そういう言い方をしてるんですよ。

(質問)あなた方、傷があってもいいと言っていましたか。言

ってないでしょう。常に言葉で嘘をつこうという、これはね、

私だけじゃなくてね、新聞を含めて、知事を含めて、私た

ち双葉郡の一般の住民も皆そう思っていますよ。なんだ、
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おかしいんじゃないか、と。この間まで、日本の原発は新

品だと常に言ってたんじゃないか。今度は、傷があっても

いいと言うような話、そんなこととんでもない。違いますか。

(回答)新品であり続けるというのは・・・自動車とか、皆さん

のもっておられる機器を見ても･･･基本的にあり得ないと思

いますけど･･･

(質問)まず評価の前に、東京電力がいかにひどいかとい

のは、あなた方はここに 基準がありますとか、民間基準の

で検査の基準を決めてやってますとか 言ってますけJEAG

ど、それをやっていないんですよ。これから言うから、これ

Lだけは是正させて下さい。細かい話はしないが、今、316

系の再循環配管調べると必ず割れていますよね 。検査計

画を出しなさいと４月17日に通達を出しましたよね。その時

に何カ所調べると発表しています。場所によって違います

けども。これは５年間で再循環配管の溶接箇所を全部埋

めなさいということで計画を出せということで指示して、そし

て調べたら割れていたわけですね。そうすると、同数追加

検査しなさいというのが次に来ますよね。東電はそれをや

っていないんですよ。

(回答)むしろ逆で、再循環配管でひび割れ見つかったん

で、従来は10年で25％・・・

(質問)５年で100％になった。そういうことで検査計画を出

して検査をしたわけです。そうしたら割れていたわけでしょ

う。当初30ヶ所調べる計画を、６０ヶ所へ追加30ヶ所しなさ

いというのが書いてありますよね。

(回答)通常の25％の範囲内のときに追加試験をしなさいと

いうのはおっしゃるとおりですが・・・

(質問)そんなん、どこに書いてあるの。4205の2000というと

ころには、追加同数ということが書いてあって、10年25％の

ときだけ追加がないとは書いていない。あなたがそういうふ

うに言うだろうから、実際、電力会社のうち中部電力も、東

北電力も、こういう基準に基づいて追加検査をしているん

ですよ。やるという計 画を発表しているんですよ。東京電

力だけが、当初の検査通りで積み残しがあるわけよ。なぜ

こんなこと言うかというと、女川原発で先回の検査の時に

異常なしだったのが今回傷があったというのが出てきたで

しょう。そうすると過去５年間でやったやつを免罪していい

ということにはならないわけよ。そして、健全性小委の中間

報告の中で、２ の傷が10年間大丈夫だとかいうようなmm

mm mmことが書いてありますよね。ところが、２ は実測の２

mm mm mmでしょう。ＵＴの検査で２ だった所が10 とか12

とかいうのがいっぱいあるわけだ。検査の精度の問題が出

てきているでしょう。そうすると、傷が０だって７ もあるmm

わけですよ。そういう例があるわけですね。そうすると検査

をしないで済むというのは何なんだということなんですよ。

東京電力だけは傷があっても追加検査していないんです

よ。

(回答)私どもの指示は、細かいことは 別にして一言で言え

ば、今まで10年25％でやってきた頻度ではひびが出てき

ててダメなんで、５年で100％にしなさいと指示した。それ

に基づいて計画が立てられている。５年で100％ですから、

均等でやれば毎年20％やるとかいろんなやり方があるかも

しれませんが、ある程度均等にやりなさいとも言っていま

す。そういう指示に対して東京電力とか他の会社から計画

が出てきています。

(質問)傷があったときには倍数見なさいと中間報告に書い

ているでしょう。中間報告だけでなく、４月17日の通達に書

いてありますよ。この基準でやりなさいということが。読みま

しょうか、４月１７日の通達の中にそのことがうたわれている

わけですよ。

(回答)担当の方が違うので。それは確認しますけれども。

(質問)東京電力は追加検査をやっていない。

(回答)はい、追加検査をやっていない･･･。

(質問)これは通達違反だし、 の基準違反ですよ。JEAG

(回答) は標準検査なんで、それはちょっと違うと思いJEAG

ますが。

(質問)いや、通達の中で点検計画を出しなさいと。傷があ

ったときには追加同数をやりなさい、と。これは の42JEAG

05に書いてありますということが書いているんですって。

(回答)通達の中に書いてあるということですか。

(質問)通達の文章の中に。今、見せるわ。

(回答)それはちょっと、担当課の方に行って確認をします。

(質問)これが通達です。ここに書いてある。これはどう読ん

でみても、同数追加せよということですよ。東京電力はそ

れをやっていないの。

(回答)はあ、本当ですね。東京電力はそういう計画を出し

ていないということですか。

(質問)東電は出してなくって、出さなくていいんだということ

を言っているわけ。だから通達に、それこそ、ダブルスタン

ダードがあるという話ですよ。（笑い声あがる）東電用と他

の電力用と２通あったのかどうか。

(回答)担当課にそういうご指摘があったことを伝えます。

(質問)皆さんは担当が違いますと言って逃げられるかも知

れないが、私たちはそんなの納得できないですよ。ずっと

お話を聞いていると、何でも分かっているような顔で説明し

ていますけどですよ、そもそもシュラウドなり、再循環配管

なりね 、みな供用期間中はＳＣＣは起こりえない、起こるは

ずがないというぐらいの過信をして使ってきたんじゃないで

すか。それが10年も経たないで、一番短いのが８年、建設
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から８年で傷が出ているわけですよ。ましてや、再循環系と

いうのは定期点検の対象ですよね 。中部電力の場合です

けど、浜岡３号ではわずか８年でひびが見つかって、これ

が一番最初の発見事例ですけど、その深さは８ だっmm

たじゃないですか。８年で８ ですよ。どうやって説明しmm

てくれるんですか。深さがですよ。それから、私たち隠して

ましたと、３電力は再循環についても９月に公表されました。

そのあと点検を始めましたよね。そしたら、見つかったひび

の数は隠してた数の４倍ですよ。どうしてそんなになったの

か、今までの点検計画はおかしくなかったのか。定期検査

はおかしくなかったのか、頻度もおかしくなかったのか、や

り方もまずくなかったのか、そういうことの説明をまずすべ

きですよ。どうして傷があっても大丈夫なんていう話が、今、

できるんですか。維持基準が国会通ったのは12月ですよ。

そのころはまだ点検してた最中ですよ。それも東京電力だ

けですよ、ほとんど。浜岡 なんかは、もう本 当に定検の対

象のものしかやっていないぐらいのやり方でしたよ。ここへ

来て、４月から、５月、６月と調べてきて浜岡も４倍あったと

出てきてるんですよ。隠していたものも。どうしてこういうこと

になったのか、どうしてこういう事態になったのか、どうして

ひびが入ったのか、説明すべきですよ。

(質問)皆さんが安全だといって動かしている根拠がこれで

すよ。これね、中間報告の１番裏の方に書いてあるが、２

でスタートして10年間経ってもここへ至らない、と。２mm

でスタートして８年間で基準に行くんだから５年間ではmm

mm大丈夫だというのはこれしかない。調べたときにもう２

を超えているんですって。

(回答)スタートは２ と言っていますが、確か、この図のmm

他に、運転期間を考えるので、３年だったら３年から５年と

か、・・・

mm(質問)何でもいいんだけども、初めて調べたときに８

が出てきていたり、10 が出てきたりするでしょう。mm

(回答)８ というのは、運転開始後５年だったら８ のmm mm

所を通るように・・・

(質問)ともかく、現在どうなっているか全数調べる必要があ

るでしょう。

(回答)シュラウドについてはですね・・・

(質問)いや、シュラウドじゃない。今、再循環配管のほうが

大事だから、全数調べる必要あるでしょう。

(回答)再循環配管は、そういう 316のものについてでSUS

すね、５年で100％、通常は25％のものを100％でやれとい

うことで検査をするわけですよ。要するに、これから検査を

するわけです。

(質問)その積み残しを東京電力はしているんだって。

(回答)追加試験の件は、さきほど指摘があったんで、それ

については確認をいたします。

(質問)４月17日の指示もおかしいんですよ。なぜ、316 、L

316 のしかも応力緩和策をやっていないところだけなんLC

ですか。そういう指示なんですよ。応力緩和してあるところ

は除外ですよ。もっと 入りやすいはずの 304とかSCC SUS

304 とかいうのは応力緩和していようがいまいが関係SUS L

なく、調べる対象になっていないんですよ。浜岡２号なん

て一切計画がない。それを保安院は妥当とするんですか。

そういうことをやっていて信頼されるわけがないですよ。お

まけに、浜岡３号では今年になってさらに、１月、２月の段

階で、中部電力と保安院がグルになって偽装工作をやっ

ているんです。その数字が６月になって出てきたのが、さ

っき言った８ ですよ。そういうことを、この期に及んでまmm

だやっているのか。６月まで１市民が追及して初めて公に

数字が出て来るというお粗末なことやってて、維持基準な

んてひびがあってもどうのこうのなんて、とんでもないです

よ。

(質問)地元の人たちは保安院を信用しちゃあいないです

からね 。

(回答)はい、ご指摘は承ります。

(質問)さっき言った食品業界のように、疑いがあれば早速

修理すべきですよ。67ヶ所があったのを頬被りでそのまま

よろしいというようなお墨付きを与えるという感覚が私はお

かしいと思う。もう一度謙虚にすべきだ。

(回答)そこは我々科学的な根拠に基づいて我々は判断し

ていますので。

(質問)いま、シュラウドの亀裂の説明、結論を言っていまし

たけども、２つの国の機関の実験結果を・・・

(回答)これは配管ですから、シュラウドとは違います。

(質問)違いますけど、２つの実験の限定された条件を無視

してこういう結論を出しているわけでしょう。固有振動数も、

減肉の問題もあって、傷の問題もあって、いろんな問題も

あって、実機の振動特性が出るわけですね。こういう単純

な一定の条件の中での結論をこうやってねじ曲げて、結論

を出しているような レベルでは、どんな説明を我々にしたっ

てそれは納得できませんよ。この回答が全部示しています

よ。ちゃんと本当に議論して、そうですねと言うんならまだ

耳を傾ける価値がありますけども、個別にいくら評価しても

トータルな評価が正しいとは限りませんよ。

(回答)シュラウドはシュラウドの個別評価ということでやって

います。

(質問)これが正しいということですか。

(回答)国立研究所の成果はちゃんとした条件で行われて

います。
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(質問)その条件下でのみ言えることであって、我々の質問

に対して言えることではないですよ、これは。

(質問)あんたらね 、２つの報告書の都合のいい所だけつま

み食いしてね、我々にとって一番大きくておいしい所を排

除して･･･

(質問)報告書をみても、いい加減なところいっぱいあるや

ん。

(質問)科学的根拠をもって言うんやったら、あの報告書に

書いてあって、あの報告書の一番言いたい所を取るという

のが科学的根拠なんですよね 。あそこで言いたかったの

は何かというと、ひび割れとか減肉が重なったら影響が出

ますよということですよ。エルボ部のひび割れはやりたいけ

れどもできませんでしたよ、と。それを読み取らないかんで

しょう。直管部についてのひび割れについては確かに固

有周期に対する影響は少ないかも知れない。だけど、そこ

だけ見ていたらダメですよというのが、あの実験の趣旨で

すよ。そういうふうに 読み取れないということはね、あなた

方はあれを科学的には読めないということですよ。

(質問)何を言ってもダメだということですよね。

(回答)実験の趣旨は直管部のいくつかの大きな亀裂に対

して固有周期に変化がないというのがまずあって、おっし

ゃるように、いろんなこれからの研究課題があるということを

述べていると私も理解していますけど、それを主従、逆に

言われるなら、そういう評価のしかたも・・・

(質問)安全規制する立場だったらね 、ひび割れだけじゃな

くって、ここに影響するものを検討しなければならないでし

ょう。他の所の欠陥とかがここの固有周期とかに影響する

というなら、それを入れなければならないというふうになる

のが科学的根拠ですよ。それをやってないじゃないです

か。今、現地から言われているのが、予測という場合の予

測の仕方が正しいかどうかというのが一つありますけど、そ

れ以前の亀裂の長さが正確に分かるのかということね 。そ

れを隠す最大の手段が、調べないことですよ。調べたら何

かでてくる。過小評価にしろ過大評価にしろ、出てくる。調

べないというのが柏崎じゃないですか。福島もそうですよ。

浜岡２号も。調べないことで「ひびがない」ということになっ

てしまうんですよ。浜岡２号も調べずに今年の２月から立ち

上がっていますよね 。保安院が隠蔽を認めている。

(回答) 316についてはひび割れがあったので、５年で1SUS

00％見ましょう・・・シュラウドについては･･･

(質問)５年間ででしょう？なんで今100％見ないんですか。

住民の信頼を回復しようとするなら･･･

(質問)みなさんが、傷があったら同じ数を追加して調べる

ように指示しているのに、調べなくっても、なんで免罪する

のかという、それだけですよ。

(回答)はい、わかりました。それについては 担当に確認し

ますと申し上げた通りでございます。「検査をしない」とお

っしゃるから、５年で１００％やる、あるいは、検査をどの程

度の頻度でやるか、５年の中で毎年均等にやるのか･･･

(質問)それは意味がない。

(質問)それは検査じゃない。隠蔽だ。

(質問)今回も、前回には異常なしだったのが、今回異常が

出てきたわけですよ。そうすると過去５年の分をしないでい

いということにはならないでしょう。

(回答)ですから、いずれにしても、５年間で100％、全部に

なるように、たくさんいろいろ検査する場所あるから。これ

を５年で全部やりましょうというのが基本のやり方です。

(質問)５年間隠蔽することに等しい。

(回答)５年後に、確かに、５年間何もやらないで最後の１年

間でやるということになれば、それはそうかも知れませんけ

ども、５年間の間で均等というか、全く同数である必要はな

いと思いますけども、ちゃんとした割合でもって５年間で１０

０％になるように検査をしなさいと指示しているわけでして。

(質問)それは、ひびがなかったときの話ならわかります。で

も、過去５年、それよりももっと前にひびが検出されていた

んですよ。しかも、定期検査でやって、それを自主検査で、

同じ定期検査中にやったら、定期検査では異常なし、自

主検査ではひびが８ミリもあったみたいなのが、この５年間

のデータとしてごろごろ出てきているわけですよ。ですから、

誰が５年間の検査結果を信用しますか。だから、５年間で1

00％今やりましたと言ったって・・・

(回答)いや、これからやるんです。

(質問)東電のは５年間で100％になっているんですよ。そ

れも、今すぐ100％やるならともかく、それだって検査の精

度の問題がかかっていますからね 、今すぐ100％やれとい

ってもできませんよ。被曝量のことを考えたって、精度のこ

と考えたって、そういうのが現実ではないですか。全然、こ

の話ねえ、元に戻して下さいよ。全部元へ戻して下さいよ、

８月29日、９月20日の時点に戻して下さい。大臣は保安院

長はどういう責任をとったんですか。何にも責任をとってい

ないでしょう。東京電力はとりましたよね。でも、それと同等

のもの、いや、それ以上の責任ですよ。東京電力だけがや

ったんならね 、東電の責任かもしれません。でも、東北電

力でもやっている、浜岡原発でもやっている。そうしたら、

規制当局が悪いんじゃないですか。

(回答)東北電力や浜岡原発に関して、東京電力が行った

のは不正ですよね。

(質問)不正とかいう問題じゃないんです、私たちが言って

いるのは。「ひびはありません。事前に点検は全部してい
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ます。新品同様です。」と言ってきたことが裏切られました

よと言っているんですよ。ちゃんと点検したら４倍出てきた

じゃないですか。

(質問)今回、全号停止しているでしょう。これはなぜだと思

いますか。罰則として止まっているのは、第一原発１だけ

でしょう。気密試験。あなた方がこれは最後の５つの壁で

守られています 。これは漏れることはありませんと、あなた

方が何回も言ってきた気密試験をごまかしていた。あんた

らはごまかされてたんだから。

(回答)はい。

(質問)そして、今度はシュラウドに続いて、ＢＷＲでは最も

重要な再循環ポンプで検査をすればするほど出て来るで

しょう。だから全号止まったわけでしょう。そしたら元にもど

らなきゃならないでしょう。そうじゃないですか。まず原点に

帰ることですよ。全号、全部。たとえば第一の６号について

いま立ち上げさせてくれと大騒ぎしている。知事は慎重で

すよ。それはなぜかと言えば、あんたらが全然責任取らな

いで、同じ穴のムジナだと言っているわけですよ。まず、反

省して、自らを律してきちんと原 点に帰ること。ウソこいた

やつはまず 「申し訳なかった」と、カクカク、シカジカでこう

いう責任を取りますと言うんだとかさ。それから今度、全号

検査で、漏れなく検査して、そこから始まらなきゃあ。して

ないんじゃないか。自分たちはかっこ付けて東京電力があ

れだとかこうだとか。同じ穴のムジナだと言われてるんだか

ら、それをちゃんと払拭したらいいでしょう。違う？

(回答)責任の取り方は保安院の院長も・・・

(質問)だったら、維持基準なんかいらないだろう、まず。

(質問)女川の１号ですが、ひび割れだらけ。でも、動かして

もいいよという発表がありましたけど、この前も三陸南沖地

震があったばかりで 、地元の人はとても心配しているんで

すよ。宮城県沖地震はＭ7.5から８だと言われていますよ。

今日発生したっておかしくないと言われていますよ。その

ことも前提に調べて大丈夫だと。５年後に宮城県沖地震を

考えても大丈夫だと。こうこう、こういうふうな調査もした、実

験もした。いったい、どの様な根拠があって宮城県沖地震

が起こっても大丈夫ですというふうに結論付けられたのか

説明してほしいんですよ。机上の空論で大丈夫ですでは

困るんですよ。いったいどういうふうに 動くんですか、女川

１号は。

(回答)女川１号につきましても、私どもの中で、健全性評

価委員会を設置しまして、浜岡とか女川とか、いくつかの

シュラウド、シュラウドだけですけども、再循環配管につい

ては検査の問題がありましたので、評価していませんが、

それぞれの設備について先ほど言いましたような必要最

小断面積というものの評価等を機軸としてそこにかかりま

す外力、地震力を含めた評価をして、構造健全性がある

かどうかというものを評価して、５年後においても最小断面

積が十分確保されるというものについては運転できるでし

ょう、と。そして、ひびが止まらないでずっと進展するものに

ついては、ある段階で修理をする必要があるという結論を

出しております。一連の評価の中には、ご指摘のような女

川の原発事故についてもそういう観点からの評価をしてお

ります。

(質問)具体的にあるんですね、評 価が。具体的に評価し

ているんですね。

(回答)はい。その資料は健全性評価委員会という委員会

の形で公開しております。

(質問)女川１号ですよ。女川１号はこうです、と。宮城県沖

地震が発生したらシュラウドがこういうふうに動くというふう

なのがあるんですか。

(回答)評価した結果というものは公表してございますので、

女川原発も含めてですね、いくつかやっていますから。そ

の資料を見て頂くと、どういう資料を使い、どういう評価手

法をやったかについて書いてございますから。それは公表

しております。

(質問)ぜひ、地元まで行って説明してほしいんですよ。宮

城県沖地震が起こっても大丈夫だと。

(回答)地元のほうはちょっと回数はわかりませんけども、担

当課長とかを含めて、宮城県の県庁とか、地元といっても

どこまで行ったかはわかりませんが、地元にも繰り返し説

明したと聞いております。

(質問)どこまで深刻に受け止めているかわかりませんが、

今回の三陸南沖地震で、女川の基盤での強震計、225ガ

ルでしょう。設計用最強の加速度が250ガルですよ。それ

で、225まで現実に観測されているんですよ、今回。宮城

県沖地震が来たら、一体どれくらいの加速度が測定される

と思いますか。それから、福島第１では、基盤ではありませ

んが、上の方の感知計が基準を超えて、あそこは原発が

全部止まっていたからいいですけども、あそこではスクラム

信号が出ているわけですよ。ご存じでしょう。しかも、115ガ

ルですよ、第１原発の基盤で。だから、もっと事実に即して、

事実を大事 にして下さいよ。今まで言われていたひびの

進展評価などは実験データですよ、主に。実測データは

ほとんどないんじゃないですか。私たちに言わせれば、今

まさに地元は実験台にされているんだ、と。そういうことが

健全性評価委員会を傍聴していてよくわかりましたよ、何

も分かっていなかったんだ、と。これから一体どういうふうな

ひびが進展していくんだろうか、今どれくらいひびがあるん

だろうか、全部そうですね。ＵＴで測定したらどうなるんだ

ろうかとかね。それを実測とあわせて調べましょうということ

を、今たくさんひびの出た今の機会にデータを集めようと、

そういうことをやっているではないですか。これはもう、実験
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台にされている、それ以外のなにものでもないですよね 。

そんなので、地元が怒らないわけがないですよ。もう、皆さ

ん一人一人が行って下さいよ、地元に。どういう空気かと。

国会なんかと全然違いますからね 。誰も信用していません

よ。本当に今ね、動かして下さいという声も出てくるでしょう

けども、地元の首長とかですねは。それは少数ですと、本

当に一部の人ですよ、早く動かして下さいと言うのは。み

んな大多数はこのまま止めておいてくれ、ちゃんと説明し

てくれ、いったい何があったんだ、と。東電が全部止めると

いうのは一体何があったんだ、と。それをちゃんとわかるよ

うに説明してくれと、みんなそう思っていますよ。いいです

か、声の大きい人の言葉だけに耳を貸したらだめですよ。

私たちは、保安院はここで責任をとって解体してほしいと、

新潟県知事も言われているでしょう。規制当局としての責

任をとってほしいということなんですよ。出直して下さいよ。

(質問)さっき言われていた、シュラウドの厚みはあんなに必

要ないんだと、輸送の時とかするときのことを考えると、本

来はあんなに必要ないんだという話をされましたよね。あ

れは保安院の見解ですか。

(回答)私が言ったのは、必要最小断面積という意味では、

必要な面積と比べると･･･。

(質問)あの話は保安院の公式見解でいいんですね。

(回答)はい。シュラウドが持つべき構造健全性として必要

な必要最小面積というのは技術基準から必要最小断面積

が出てまいりますので、それが構造健全性に必要な面積

になります。それを我々の判断基準としておりますので。た

だ、私が言ったのは、それ以外に、ただそこにある構造健

全性を維持するだけじゃなくって、輸送の問題とかいろい

ろな問題があるんで、現実には設計上の余裕をもって、あ

れだけの厚みをもって作られていますというのを言ったま

でです。

(質問)計算上の話です、それも。実験していないでしょう。

(回答)必要最小断面積が違うとおっしゃるんですか。

(質問)そういう話だと、再循環の配管もあんな厚みは必要

ないんだ、原子炉のあんな厚みは必要ない、そういう話を

これからし始めるんですか。

(回答)いや、そういうことを言っているわけではありません。

先ほど言った必要最小断面積というのは、必要最小断面

積になれば構造健全性は維持されますが、それは最低限

の安全水準ですから、そこからびた一文でも下がると構造

健全性に問題が出てくるんですね。実際は設計余裕とか

言いまして･･･

(質問)それはいいですから、輸送時とか横に倒して置くと

きに薄いとだめだから、あれだけの厚みが必要なんだとい

うことでいいんですね。

(回答)ですから、設計上のいろんなことを考慮して実際の

設計上の厚みが設定されていますということです。私の言

った必要最小断面積というのが･･･

(質問)輸送の時に耐えられないようで 、あの巨大な地震が

来たときにどうして大丈夫なんですか。

(回答)輸送というのは、皆さん乗って頂いたらわかるように 、

ものすごい勢いでダーッと上がりますから。トラックなんか

で運ぶことを考えております。でこぼこ道がありますよね。

(質問)地震だってわかっていませんよ。そういうことを言う

のなら。ただ遭遇する可能性が少ないだけの話で。あった

ときには大変なものですよ。トラックで輸送するよりは 、地

震のときの方が過激ですよ。衝撃破壊なんかを考えれば。

(回答)今申し上げたのは、シュラウドというのは圧力容器と

か配管と違って、耐圧部じゃないですから、あとから計算し

てみると余裕があって、そんなに必要な断面積がいりませ

んという話です。

(質問)説明としては非常に人をバカにした説明なわけです

よ。輸送の時に厚みが必要だとかね、置いていくときに歪

んだら困るとかね、話し方が姑息なわけですよ。驚 いた。

(質問)どっちにしても67ヶ所ひびがあったのは今補修しな

くても大丈夫だというようなお墨付きを簡単に与えないよう

に、もって謙虚にやってほしいと思います。中部電力はこ

れ幸いと歩いています 。今月の末には立ち上げる予定で

すけども。彼らが、やはり頼りにするのは国のお墨付きで

すよ。国がそういうようなかっこうでやっているんでは、我々

も信用するわけにいかない。

(質問)ひび割れがあっても大丈夫だと判断しているのは、

ひび割れの進展とかそこら辺の観点から見た判断基準で

すからね 、耐震設計審査指針でいう変形の基準とか、そう

いう基準では判断していないでしょう。Ｓ１地震動、Ｓ２地震

動について変形が残らないとか、変形しても機能が維持さ

れる、そういう意味で大丈夫だというんじゃなくって、亀裂

の進展がこうだから５年間は大丈夫ですよと、そういうよう

な判断でしょう。だから、全然違う基準なんですよ。

(回答)シュラウドは構造が単純なんで、最小必要断面積と

いう手法を使っています。判断基準は先ほどの 4601JEAG

を使っておりますので、その判断基準を使って必要最小

断面積を計算しています。

(質問)地震については、茂木先生とか石橋先生が声を大

きくして言ってくれますが、国では聞く耳を持たんという格

好でやっていますよね 。防災訓練は、地震の防災訓練と

原発の避難訓練と、全然別個にやっています。私どもは

一緒にやれと言っているんです。ところが、意図的に別々

にやっています 。そんなことはウソです。石橋先生や茂木

先生は地震が来たらこうなるぞということを、あの方は原発
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の専門じゃないけど、それだけに心配して言ってくれてい

ます。だから、もうちょっと先生の話を謙虚に聞く必要があ

ると思います。

(回答)原子力の防災訓練は、原子力発電所に事故があっ

て放射能の漏れたことを想定して行う、ある意味で特別な

訓練だと、そう理解しています。

(質問)我々は、地震が起きたときに原発がどういう姿になる

かというのを心配しているんです。原発の前に地震を言っ

ているんです。石橋先生は原発震災という新しい言葉を

言っていますけどね。原発震災というのを少し研究してみ

てください。

(回答)いずれにしても、放射能漏れというのは、原発で一

番大きな、地震も含めて、ま、原因はともかくとして、放射

能漏れというのは一番大きな問題ですから防災訓練という

ことでやらして頂いているかと思います。何で放射能が漏

れるか、もちろん事故もあります、あるいは地震によって起

きることも当然あるんだと思います。放射能が外部に出て

きたときにどうするんだということが最大の問題になります

から、それに対する放射能対策としての観 点からの防災

訓練をやらせて頂いております。

(質問)地震の感覚はそんな生ぬるい表現じゃないですよ

ね。来たときには瞬時に原発が潰れちゃうというような、チ

ェルノブイリのもうちょっと大がかりなことを我々は想定して

います。だから放射能が漏れて、検査して、それ逃げろと

いう簡単な図式じゃない。感覚が全然違うんですよ。

(回答)地震が来てドカンと行ってしまえばいけませんから、

通常は耐震設計ということで、そういう地震を想定して、そ

れに耐えるような 設備・・・

(質問)そえｒはもう耳にたこができるくらい聞いているんで

す。そこらへんの感覚から違っているんです。だけど、もし、

そうなったときに誰が責任負うんですか。総理大臣が責任

を負うといっても、１年か２年で代わっちゃうでしょう。

(回答)原子力災害の場合は、原子力災害の特別な法律が

あって・・・

(質問)それが、その基準が、その感覚が違っているんです。

素直に考えたらいいんです。だって、安政の東海地震は

Ｍ8.4です。Ｍ7.4とＭ8.4といくら違うかというのが今さっき

論争になったがその程度ですよね、もっと謙虚に考えても

らいたい。国が意図的に原発の震災というのを避けている

んです。そう感じる節々があるから、さっぱりらちが明かな

い。ぜひそこら辺を上の方にも進言して頂きたい。去年も、

みなさんと一緒に大臣にお会いしましたが、大臣もそこら

辺まで分かっちゃくれませんわね。

(質問)原子力安全・保安院の感覚は住民の意識から離れ

ているんですよ。原子力 の安全審査指針というのは新品

の時から廃炉になる所までどんな状態でも、これは守られ

て当たり前だという感覚です。それは、ひび割れていようが

新品だろうが、満たされるべきだ、と。ところが、あなたらが

出してきた維持規格というのは、ひび割れが入ったら評価

できないから、別の基準を用いますと、そういうことでしょう。

ですから、そんな話は、住民、国民は信じられないわけで

すよ。最初から最後まで、いつ地震が起きるかわからない

わけですからね。新品の状態で地震が起きるわけじゃない

わけでね、ひび割れた状態でも起きる。そういうところでも

一貫して耐震設計審査指針が同様に守られているというこ

とを担保してもらえているもんだと、みんな信じている。維

持規格もそうだと。あなたらの回答も素直に読めばそういう

ふうに読めるんですよ。ところが、今話を聞いたら 全然違

うんですよ。使用時においても遵守すべきものだと、その

意味は、使用時においては評価できないから維持基準を

持ってきて別の、ひびがどうなるかというそこだけの判定を

しています、と。全然違う基準ですよ。だから、我々として

は、こういうのはダブルスタンダードになりますよ。そういう

ふうなダブルスタンダードは認められないということを一生

懸命言っているわけですよね 。そしたら、あんたらは 一貫

してダブルスタンダードじゃないと言っているんですよ。そ

こが国民、住民とあんたらの認識がまるっきり違うんですよ。

要求すべき水準は、あんたらが考えている基準は、どうも、

原発を動かしたいと、動かすためには維持基準が必要だ。

そのために、ひび割れた状態で動かすにはどうしたらいい

かというので、維持基準をむりやり作った。ひび割れたまま

で動かさせてくださいと。それを住民に説得するために、

維持基準で評価したらいいですと。だから修理もしないで

動かしてくださいというような論理を作るために維持規格を

わざわざ持ってきたというふうに 思えるんです。そうじゃなく

って耐震設計審査指針を一貫して守りますと、このひび割

れは守っていますと言えるんだったら言って下さいよ。そう

いうふうな形でやったら少しは納得されるのかも知れない

けれども、こういう維持基準では全く納得できませんよ。し

かも、ひび割れそのものが、さっきもあったように 、ＵＴでや

って、削って実測測ってみたら８ミリだったと、わかってい

たと、隠していたと、そういうのが電力会社の実態なんです

よ。それで、ひび割れが見つかっても、検査しないという形

で、検査しなかったらひび割れがないものとみなす、という

ような形で維持基準でＯＫだということで、どんどん行かれ

る。そういうような原子力村の体質は全然変わっていない

んですよ。東電のあの事件があっても。それが今、東電が

示しているあの姿勢ではないですか。そこら辺を真摯に自

己批判するんであれば、維持規格は当面凍結する、10月

１日からすると言っているがこれは使いませんよと。従来通

り耐震設計審査指針を満たすという条件でいきますと、ひ

び割れがあったらちゃんと修理しますと、当面国民の理解

が得られるまでは、維持規格は導入しないと言うべきじゃ

ないですか。というふうに 、我々は思う。それはちゃんと持

って帰ってもらうことにして。５について、精度についての
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やつね。精度良くできることが確認されましたという発電設

備技術検査協会、調べましたが、これは電力会社のメンバ

ーが入っている協会ですよね。身内でやった実験ですよ。

第三者の公的な客観的に評価できる様な所ではないです

よね。なんでこんな所に発注したんですか。

(回答)ここは第三者機関として・・・

(質問)だけど、メンバーは全部電力会社じゃないか。

(回答)この検査、実証試験をやる際には・・・

(質問)試料を作ったのも電力会社じゃないですか。

(回答)検査をするのは実際には検査会社がどの程度精度

があるかということで、検査会社さんがします。実際に検査

するときにどの程度の精度があるかというのを評価します。

その試験のやり方については、委員会などを置いておりま

すが、中立の立場の有識者の方々を中心とした委員会組

織を作って、その審議はすべて公開しています。プレスの

方にも公開しています。実際に検査というか、試験をやる

現場においても公開しまして、地元の方も含めてプレスの

方も見て頂いたなかでやっております 。その結果データを

客観的な形でまとめて、５月の末に公表した、と。それを６

月の健全性評価委員会にも報告しまして、なるほど確証

試験の結果は妥当であるという評価を頂いております。た

だ、ご存じのとおり、この実証試験は柏崎１号機でしたか、

いわゆる配管をとってきてやっていますから、柏崎１基の

データしかありませんから、それ以外の福島第１、第２、柏

崎のほかの号機とか、確か女川とか合計７機のデータもや

ることになっていますから、そういうデータも参考にした上

で最終的な確認することにしています。したがって、実証

試験１個だけでもってすべていいと言っているわけではあ

りません。少なくとも、あの結果を見ると下限値4.4 といmm

う通常の測定誤差の範囲内に入っているということを確認

してございます。

(質問)報告書は公開して頂けるのか。

(回答)公開していると思います。私ども直接には持ってい

ませんが、公開していると思います 。資料請求して頂きた

いと思います。

(質問)北川議員通じて資料請求しますので、報告書を出

して下さい。一番いいのは検査協会という電力会社の集ま

りみたいなところじゃなくって、もっと客観的な公立の試験

所とかそういうところに発注すべきじゃないですか、海外を

含めてやってもいいですしね 。そういうことをやらなかった

ら、身内でやっていると我々は見ています 。このホームペ

ージ見て会議をやっているメンバーを見たら、身内ですよ。

客観的なものとはとても思えない。プレスに公開していると

言うけれども、ああいう技術的なものはプレスが見ても分か

らない。ちんぷんかんぷんですよ。我々が見たって分かり

ませんよ。ああいう具体的な検査の生のデータ見ても、熟

練していないと分からない。熟練した者が第３者チェックで

見ないと分からない。だから、プレスに公開しているからと

言っても、ちゃんと正当にやられているかという評価にはな

りません。だから、ちゃんとした第３者機関がチェックする

システムでやらない限りは意味がないと思いますね。これ

だけ議論があって論争がある所の、精度が担保されてい

ますよという結論を出すんであれば、そういう第３者の信頼

できる所 の監査を入れて下さい。そういう形でないと全然

信用できません。

(質問)少なくとも３ヶ所くらいの研究機関や組織が同じテー

マについて実験しない限りは信用できないですよ。要する

にクロスチェックをしていなければ。

(回答)これは実証試験と言いましたが、実際は、切り出し

た配管に対して改良された方法をいくつかの検査会社が、

確かアメリカの検査会社もあったと思いますが、実際に実

測で測定します。ＵＴでどれくらいの大きさであったかをみ

ます。それを切り出してその実測値ですね、それと超音波

の大きさとどれくらい違うか、その差を見るためだけの試験

をやっているわけです。実際に被験者となったのは検査

会社、非破壊試験を行う会社、メーカーの子会社だと思い

ますけども、それが国内が数社、アメリカの会社が１社か２

社あったと思いますが、そこの人たちの検査精度を確証試

験という形で確認したわけです。

(質問)独立の組織が独立に実験をしている訳じゃないん

でしょう。

(質問)やったところはそれぞれのメーカーなんですけど、

評価したところはこういう所じゃないですか、と。発電設備

検査技術協会というところがやっても信用できませんよ、と。

６社か５社が腕を競いましたよね、ＵＴの精度をね。本当に

国際コンペですよ、笑っちゃいますよ。アメリカＧＥとか、日

本の東芝、日立とかでしょう。選りすぐりの人を選手を派遣

してね、しかも、現場じゃないですよ、切り出してきてね、

広い所 でやってみて、いい結果が出たって。生のデータ

見てもいい結果だと私の目には見えませんですけれども、

深く測りすぎたケースもあれば、いろいろあって、こんなの

でよく、いい評価だなんていう結論が出せたなという、それ

が実態ですよ。それだって１回やっただけでしょう。今問題

になっている溶接部までひびが入っているような ケースは

なかったですよ。あのケースではね。そういうので何が確

証になるんですか。この発電設備検査技術協会について

言いますと、私が先に言った、いつも第三者機関というと、

ここになってくるんですけれども、再循環の定期検査、これ

の判定をしている所じゃないですか。国の定期検査と言い

ながら、ほとんどここに投げているわけですよね 。再循環

の場合でいきますと、なぜ自主検査ではっきりひびが確認

されたものが、なぜ定期検査で異常なしだったんですかと

聞いたら、その判定は検査メーカーと電力会社とこの協会

と３者で協議して異常なしという判定にした、と。数値はち
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ゃんと出ているんですよ。同じ検査会社がやっているんで

すから、ひびなりインディケーションなり測定しているんで

すよ。その上で、異常なしと判定したのは、そういう数値が

あるにもかかわらず、そういう異常なしの判定はどこがやっ

たんですかといったら、メーカーと、電力と、この協会だ、と。

それを国に届けて異常ありませんでした、と。こういうシス

テムなんですよ。そういうことが、今までも私は知っていまし

たけれども、今回、またやっているわけですよ。そういう所

が第三者機関だと言ったってもう信用されませんよというこ

とです。それがわからないように 一生懸命お隠しになって

いるようですけれどもですね、もうそんなのは、もうぼろぼろ

と漏れてきていますから、もう時間の問題ですよ。大臣は

新潟へ行って、一体何について謝って来たのですか。謝

ることはまだまだあると思いますね。それなのに第三者機

関といったって全然ダメです。それをさっきから言われて

いるんです。いろんなところで検証しなければ。今回ここま

で私たちが追及できたのもですよ、データが出てきてね、

健全性評価委員会などに生のデータも含めて全部じゃな

いと思いますが出てきて、それを一市民の目でいろんな私

たち市民が研究してここまで来たんですよ。皆さんだった

ら葬ってしまう所だったんですよ。だからオープンにする必

要があるといっているんですよ。すべて公 開しろと言って

いるんですよ。

(質問)要するに、東電のデータ改ざん事件があって以降、

東電とか経産省の原子力・安全保安院とか、個別のそこだ

けが疑われているんじゃなくって、原子力の推進に関わっ

ている全体が不信に覆われているんですよ。その前提を

まず認識する必要があるんです。この発電設備検査技術

協会も同じですよ。そういうもの全体が国民の不信の渦中

にあるんですよ。そういう認識があんたらにはないんじゃな

いか。やっぱり第三者的にちゃんと客観性のあるところを

実証しない限りは、国民の理解は得られない、そういう認

識がないんですよ。だからこれまで通りにね、電力会社と

か仲間内だけでやったらいいとかね、そういう形でちょっち

ょっとやってしまって、それでご免下さいという、これまで通

りにやりたいと、そいうことじゃないですか。だから、そういう

姿勢を根本的に改めなさいというのがみんなの意向です

よ。そこら辺の反省が全然ないままで維持基準をやられた

ら、たまらん。そういう声を平沼大臣にちゃんと伝えてほし

い。原子力安全・保安院は解体せよという声があったが、

私もすぐ解体すべきと思いますよ。推進機関が規制をする

なんて、こんな矛盾はない。そんなことはあり得ないと佐々

木院長が、独立しなくていいと言っているが、こんなもの解

体してちゃんとした第三者の、原子力村から自立した技術

者を雇ってやるべきですよ。そうしたら、こんな維持規格な

んか通りませんよ。そういうふうに 国民は見ているということ

をよく認識して頂きたいと思います。最後に、関電の原子

力容器の上蓋と下の管台、計装筒管台、あれをＥＣＴ検査

しているが、ＥＣＴ検査の精度を調べた企業のデータがあ

るんですが、それを公開せよと言っても全然公開しない。

「精度はある」と関電は言うが、企業秘密で出せない、信じ

てくれと言う。我々は関電のそういう姿勢は信用できない

んですよ。それは美浜事故以降いろいろデータを隠したり

していましたから。そういう意味からすると、ちゃんとしたデ

ータが出てこないと、ちゃんと検査で精度が確保されてい

るということが確認できないわけですよ。そういう意味では

同じことだと思いますけども、さっき発電設備技術検査協

会のは報告書出して頂けると言いましたが、関西電力とか

他の電力会社でも精度をめぐる基礎データは公開すべき

だと思いますね。そういうふうに原子力安全・保安院として

も指導してくれませんか、各電力会社に。検査装置の精度

を実証した実験データを公開しなさいと。

(質問)少なくとも、保安院は今の数値を知っているんです

か。関電からその報告を受けているんですか。

(回答)検査をする担当の課が別途ありますので、確認しな

いとわかりません。

(質問)保安院は知っているか知らないかは分からないんで

すね、今は。もし、保安院がそれ知ったら、市民が教えてく

れと言ったら、公開してくれるんですか。

(回答)情報公開法に基づく公開請求があればそれに基づ

いて対応します。

(質問)企業秘密だからだめだとは言わないのか。

(回答)それは、情報公開法の基準がありますので、それに

則ってやります。

(質問)帰っていただいて、各電力会社に精度を良く確保

できるかどうかは維持基準の根幹に関わることだから、女

川は全然だめだったわけですよね 。そういう意味では、こ

この検査会社のこういう検査方法でやればこれだけの精

度が出る。こういう実証データを公開するように通達を出し

て下さい。それを是非検討して頂くようにお願いします。

(回答)担当がありますので、担当に伝えます。

(質問)ここは５時までですので、今日はここら辺で。２時か

ら５時まで３時間弱対応していただいたのには感謝します。

姿勢は少しは変わったのかなという気はしますが、根本的

な所はやっぱり変わっていないなあと思いますのでね。単

に時間を延長しても聞くというだけじゃなくって 内容も聞

いてもらって、持ち帰ってもらうというふうにして下さい。北

川議員、最後に一言。

(北川議員）みなさんお疲れ様です。本当に10月１日から

の分をどうするかということも、本当に、ともに声を盛り上げ

て凍結にむけて頑張りたいと思います。今日は保安院の

皆さん有り難うございました。３つの宿題はこちらの窓口に

いただけますように、よろしくお願い申し上げます。

（終了）




